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令和５年９月22日(金曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第４号

　　令和５年９月22日(金曜日)午前10時開議

　第１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

　　一般事務について)

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(49人)

　　　　　　　　　　　　星　野　愛　斗　君

　　　　　　　　　　　　髙　井　千　歳　さん

　　　　　　　　　　　　住　永　栄一郎　君

　　　　　　　　　　　　亀　田　英　雄　君

　　　　　　　　　　　　幸　村　香代子　君

　　　　　　　　　　　　杉　嶌　ミ　カ　さん

　　　　　　　　　　　　立　山　大二朗　君

　　　　　　　　　　　　斎　藤　陽　子　さん

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　中　伸　司　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名
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　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬  君

　　　　　　知事公室長　内　田　清　之　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　富　永　隼　行　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　 企画振興部

　　　　　 球磨川流域　府　高　　　隆　君

　　　　　 復興局長

　　　　　 健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　 環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　 商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　 観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　 農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　 土木部長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　 会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　 企業局長　竹　田　尚　史　君

　　　　　 病院事業

　　　　　　警察本部長　宮　内　彰　久　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(渕上陽一君)　これより本日の会議を開き

ます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　一般質問

○議長(渕上陽一君)　日程に従いまして、日程第

１、一般質問を行います。

　発言の通告があっておりますので、これより順

次質問を許します。

　なお、質問時間は１人60分以内の質疑応答であ

りますので、さよう御承知願います。

　吉田孝平君。

　　〔吉田孝平君登壇〕(拍手)

○吉田孝平君　皆さん、おはようございます。自

由民主党・宇城市・下益城郡選出の吉田孝平でご

ざいます。

　今期１回目の質問をさせていただきます。そし

て、通算９回目ということでございまして、今回

は、一般質問のトップバッターをさせていただく

ことになりました。

　私、今回、質問の中で国際スポーツのことを質

問させていただきますけれども、国内のスポーツ

も大変な盛り上がりを見せております。私、野球

をしておりますので、先日、オリックスがパ・リ

ーグを３連覇しまして、我らの阪神タイガース、

18年ぶりのセ・リーグ優勝を果たしました。私、

阪神ファンではございませんが、トップバッター

の近本選手、近本選手は、空振り三振をなかなか

しなくて、チャンスを広げるバッターでございま

す。近本選手のような、チャンスを広げる、そし

て後につなぐような質問をさせていただきたいと

いうふうに思いますので、最後までの御清聴をお

願い申し上げたいと思います。

　それでは、質問に移りたいと思います。

　今年行われた、また、この秋に行われる国際ス

ポーツ大会の開催についてお尋ねいたします。

　今年度は、既に行われたラグビー日本代表国際

テストマッチ、世界マスターズ水泳選手権に加

え、10月、11月には、サイクルロードレース、マ

イナビ ツール・ド・九州2023、バドミントン熊

本マスターズジャパンという４つの国際スポーツ
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　　　　　　　　　　　　府　高　　　隆　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　竹　内　信　義　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君
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大会が本県で開催されます。

　折しも、１年前の９月議会において、私は、ラ

グビーワールドカップのレガシーとして、ラグビ

ー日本代表国際テストマッチの誘致について質問

したところ、招致の実現に向けて全力を尽くしま

すとの答弁をいただきましたが、正直、開催に向

けての条件が厳しく、開催できないのではないの

かなと思っていました。

　そのような中、去る７月15日に、日本代表とオ

ールブラックス・フィフティーンとの国際試合が

開催されました。

　この試合は、県内外から多くの観客が来られる

など、非常に盛り上がり、熊本県ラグビー協会を

はじめ、県や熊本市など関係者の皆様の御尽力

に、心から敬意と感謝を申し上げたいと思いま

す。

　本県では、日本代表戦が開催されたのは、2017

年に熊本地震からの復興を応援する目的でルーマ

ニア代表を迎えて開催されて以来で、ラグビーワ

ールドカップでは日本戦が組まれませんでしたの

で、６年ぶりとなり、国際試合開催は、ラグビー

ファンはもとより、多くの県民の方が待ち望んで

いたと思います。

　2019年に本県で開催されたラグビーワールドカ

ップや女子ハンドボール世界選手権大会でも、そ

れぞれ約100億円の経済波及効果があったことを

見ても、国際スポーツ大会の開催は、宿泊、飲食

など、大きな効果を本県にもたらしてくれていま

す。特に、コロナ禍で大変な思いをされました宿

泊・飲食業にとっては、国際大会などの開催を通

じて、少しでも波及効果を受けることが大変重要

なことだと思われます。

　そこで、今回のラグビー日本代表国際試合にお

いて、どのような成果があったのか、また、今後

の国際スポーツ大会開催の成功に向け、どのよう

な課題があったのか、お尋ねいたします。

　いよいよ来月には、国際サイクルロードレー

ス、マイナビ ツール・ド・九州2023、11月に

は、国際バドミントン大会、熊本マスターズジャ

パンが開催されます。

　このような中、マイナビ ツール・ド・九州

2023については、国内チームを含め、８か国から

18チーム、108名の選手が参加し、10月６日から

10月９日までの４日間、福岡、熊本、大分で、世

界トップレベルの自転車ロードレースが繰り広げ

られます。

　日本政策投資銀行が試算したところ、３県での

想定観戦者数は12万4,000人、経済波及効果は約

30億円、このうち熊本阿蘇ステージでは、観戦者

数２万6,000人、経済波及効果６億8,000万円を見

込んでいると聞いています。

　このサイクルロードレースは、競技内容を知ら

ない方もいるかもしれませんが、簡単に説明しま

すと、自転車版のマラソン競技で、一般公道など

で100キロメートルを超える長距離を走る競技と

なっております。

　見どころは、個人競技ではありますが、各チー

ムで出場していますので、チーム戦となり、エー

ス級の選手を空気抵抗の負担を軽減させ、ゴール

前に温存していた力を発揮し、優勝に導くチーム

戦となっています。その駆け引きが見どころでは

ないかと思われます。

　また、国際バドミントン大会、熊本マスターズ

ジャパンは、2023年から2026年までの４年間熊本

で開催、世界のトップ選手たちが集い、11月14日

から19日まで、国内外から約500人の選手、関係

者が本県を訪れ、６日間の開催で１万7,000人の

観戦者数を目標とされています。

　バドミントンは、皆さんも御存じだと思います

が、出場選手には熊本県出身の選手もいますし、
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本県の企業所属の選手も出場します。来年のパ

リ・オリンピックの出場に関わる重要な大会であ

り、大いに盛り上がるのではないかと思われま

す。

　そこで、間近に迫った２つの国際スポーツ大会

開催に向けての機運を高め、大会を成功させるた

めにどのように取り組まれるのか、観光戦略部長

にお尋ねします。

　　〔観光戦略部長原山明博君登壇〕

○観光戦略部長(原山明博君)　まず、ラグビー日

本代表国際試合における成果と今後に向けた課題

についてお答えします。

　この試合は、現在開催中のラグビーワールドカ

ップフランス大会に向けた日本代表強化試合であ

り、当日は、目標の２万人に迫る１万9,586人の

方々に観戦いただきました。選手たちの気迫あふ

れるプレーは、多くの県民の方々に感動と元気を

与えたと思います。また、福岡や東京をはじめ県

外からの観戦者が約６割を占め、経済波及効果は

約５億8,000万円と試算しており、一定の成果を

上げることができたと考えています。

　一方、今後に向けた課題としては、駐車場の事

前予約制やパーク・アンド・バスライドなどを導

入した結果、目立った渋滞は発生しませんでし

た。しかしながら、試合終了後、バス乗り場への

観客誘導に一部混乱が見られたほか、パーク・ア

ンド・バスライド用の駐車場出口付近で一部渋滞

が発生しました。

　今回の経験を生かし、今後の国際スポーツ大会

等では、より円滑な運営ができるよう、しっかり

と対策を検討してまいります。

　次に、間近に迫った２つの国際スポーツ大会の

成功に向けた機運醸成についてお答えします。

　まず、ツール・ド・九州については、九州初と

なる大規模な自転車ロードレースであり、多くの

方々の興味、関心を高める取組を進めています。

　ＳＮＳの活用はもとより、火の国まつりや博多

どんたくのオープニングパレードでの宣伝、ＪＲ

九州車両内での広告、熊本市中心市街地でのつり

看板設置など様々な方法を駆使し、県内外への周

知に努めています。さらに、レース会場となる阿

蘇地域においても、サイクルイベントの実施や商

店街でのタペストリー装飾など、地域での機運醸

成に努めています。

　次に、国際バドミントン大会、熊本マスターズ

ジャパンについては、特にバドミントンファンへ

のＰＲに力を入れており、７月に東京で開催され

たジャパンオープンや全国のスポーツ店でのＰ

Ｒ、バドミントン部のある県内小中高校への観戦

呼びかけ等を実施しています。また、再春館製薬

所バドミントン部を応援団に任命し、県内各地で

大会の面白さをアピールしています。さらに、テ

レビＣＭや新聞広告、熊本市中心市街地のビジョ

ン放映等を活用し、県民の機運醸成を図っていま

す。

　今後も、スポーツ大会の成功に向け、全力で取

り組み、交流人口を拡大するとともに、国内外へ

地震や豪雨災害から復興する本県の姿を発信して

まいります。

　　〔吉田孝平君登壇〕

○吉田孝平君　ラグビーの国際試合に関しまして

は、県外から６割の観戦者が来られたということ

で、宿泊や飲食業など一定の経済効果があったと

いうことで、大変うれしく思います。

　ただ、しかし、課題がございまして、やはり交

通アクセスに関しては、パーク・アンド・バスラ

イド、これが、メインの場所であるグランメッセ

がコンサートで使用ができなかったということも

ございまして、少し混雑があったのではないかと

思われます。また、タクシーが、最後尾は１時間
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待ちだったという話も聞いております。これらの

課題解消に向けて、また御検討していただければ

と思っております。

　それから、ツール・ド・九州、あとバドミント

ン国際大会が続きますけれども、バドミントン

は、皆さんなじみが多少あると思いますけれど

も、ツール・ド・九州に関しては、ほとんど見た

ことない方が多いと思います。特に、もう来月に

迫っていますので、機運醸成に努めていただくよ

うにお願いしたいと思います。

　それでは、続きまして、次の質問に移らせてい

ただきます。

　県内中小企業者に対する支援についてお尋ねい

たします。

　令和２年２月下旬に新型コロナウイルス感染者

が本県で初めて確認されて以降、令和５年５月の

感染症の位置づけが５類に変更されるまでの間、

何と８回の感染拡大の波が訪れました。

　本県では、中小企業、小規模事業者への影響が

大きく、中でも深刻な影響が出たのは、生活関連

サービス業、娯楽業及び宿泊業、飲食サービス業

であります。私も、特に飲食サービス業の方から

相談されることが多くあったのを記憶しておりま

す。

　国においては、ワクチン確保や医療体制の整備

等を行うとともに、事業者の事業継続を目的に、

持続化補助金や月次、一時金などに代表される直

接的な給付金制度等による支援をはじめ、地方公

共団体が地域の実情に応じきめ細やかな支援が行

えるよう、極めて自由度の高い新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を創設し、これ

まで本県に対して11回、総額約113億円が交付さ

れています。

　本県では、この財源をフル活用し、影響の長期

化等による感染拡大や経済状況のフェーズを適切

に捉え、中小事業者の支援を担う商工団体の相

談・支援体制を強化した上で、国に先んじて実施

した実質無利子無担保で融資する仕組みのゼロゼ

ロ融資に代表される資金繰り支援をはじめ、事業

復活おうえん給付金や一時金等の様々な支援事業

をちゅうちょなく実施し、県内事業者の事業継

続、さらには発展を強力に支援してきたところで

あります。

　その結果、コロナ禍の間となる令和２年度から

令和４年度の倒産件数は、株式会社東京商工リサ

ーチの調べによると、合計167件と、例年と比較

しても低く抑えられており、国や県の支援策は、

その効果を発揮しているものと評価されます。

　一方で、コロナ融資の返済が本格化する中で、

物価高に伴う原材料や人件費などのコスト高騰に

より、厳しい経営にならざるを得ない事業者もお

られます。

　信用調査会社の帝国データバンク熊本支店によ

ると、今年１月から６月までの上半期で、県内で

の倒産件数が44件となり、前の年の同じ時期より

29件、率にして51％増え、この10年で最多となっ

ています。

　人件費が上昇傾向にあり、燃料費などの高騰も

重なって、事業経営が困難になる企業が増加して

おり、こうした倒産は、今後も増えるおそれがあ

ります。仕事はあるのに、人材不足により仕事が

こなせないといったお声もよく聞くようになりま

した。

　さらに、８月14日、熊本地方最低賃金審議会

は、今年度の県最低賃金について、過去最大とな

る45円引き上げ、時給898円とするよう答申され

ております。

　最低賃金の上昇が、労働者側にとって、また、

人材確保の面からも歓迎すべきことであるもの

の、経営者側からは、売上げ回復や価格転嫁が十
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分に進んでいない事業者において、非常に厳し

く、国や県には支援を求める声も届いている状況

にあります。

　それに加え、本県は、平成28年４月の熊本地

震、さらには令和２年７月の県南豪雨災害と、二

重苦、三重苦と続いている中で、事業者は大変な

経営を強いられている現状であります。

　本来、ウィン・ウィンであるものであり、給料

が安いために人材が集まらなく、もうけが出な

い、もうけがないために給料を高くすることがで

きない、人材が集まらないといった、いわゆる鶏

が先か卵が先かという議論であるものの、自助努

力を重ねながらも、県内にはお困りの事業者もお

られます。

　そこで、県として、こうした声にどのように応

えていくのか、商工労働部長にお尋ねいたしま

す。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　本県では、議員御

指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症や物価

高騰の影響により厳しい経営を強いられている事

業者の事業継続を強力に後押しするため、様々な

県独自の支援策を実施してきました。

　幅広い業種を対象とする事業復活おうえん給付

金については、３万件を超える事業者の方々に、

約80億円の支援を行いました。

　このほか、コロナ融資の返済の本格化による借

換えニーズに対応するため、国のサポート保証を

活用した経営改善資金の創設、商店街などの町な

かのにぎわい回復に向けた支援などを実施してま

いりました。

　コロナ５類変更後、人流、物流は回復傾向にあ

りますが、物価高や人材不足などの影響により、

事業者を取り巻く環境は、依然として厳しい状況

にあると認識しています。

　さらに、先月には、熊本地方最低賃金審議会か

ら、過去最高の最低賃金引上げの答申があり、こ

れを受け、事業者の方々からは、物価高騰等の影

響で利益が上がらない中、人件費が上昇すること

に負担を感じ、国と県に支援してほしいとの声が

上がっています。

　こうした状況を踏まえ、本県としては、生産性

向上に資する国や県の事業を積極的に活用し、経

営基盤の強化に取り組む意欲ある中小企業者を後

押しすることにより、持続的な賃上げを実現する

とともに、人材不足の解消にもつなげていく必要

があると考えており、そのために必要な予算を今

定例会に提案しています。

　引き続き、商工団体と連携を密にし、中小企業

者の方々に寄り添い、必要な施策をちゅうちょな

く実施することで、県経済の維持発展に努めてま

いります。

　　〔吉田孝平君登壇〕

○吉田孝平君　これからまた、ＴＳＭＣの進出に

よりまして、人材確保、さらには賃上げによる資

金確保等、さらに厳しくなると予想されます。

　既に商工団体等からも御要望が上がってきてい

ると思いますが、倒産件数も増えている状況でご

ざいます。引き続きの御支援をお願いしたいと思

います。

　それでは、次の質問に移りたいと思います。

　ＴＳＭＣからの出向者等への対応についてお尋

ねいたします。

　2021年10月に台湾のＴＳＭＣが熊本県に新工場

を建設すると発表されて以降、2022年の４月に着

工した工場建設も大詰めを迎えており、先日、一

部で供用を開始し、2024年末には本格的に供用開

始になると聞いております。

　このことにより、ＴＳＭＣから本県への出向が

８月から本格化しており、ＴＳＭＣの社員が約
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400名、最終的に、家族を含め、約750人の方が来

熊される予定であります。

　主に住まれる地域は、熊本市が６割で、菊陽町

が３割、合志市、大津町で１割の方が居住される

ということであります。

　それに合わせるかのように、今月から、チャイ

ナエアライン及びスターラックス航空による熊本

と台北を結ぶ定期便が就航するようになりまし

た。

　スターラックス航空は、計画段階では週３往復

でしたが、観光やビジネス需要へのさらなる期待

から、定期便就航前に週５往復と異例の増便で運

航することになり、さらに、10月29日からは、毎

日運航すると発表されました。直行便であります

ので、熊本から台北まで約２時間30分で行けるよ

うになりました。

　また、法務省の在留外国人統計によると、2022

年12月現在の４市町に居住する台湾の方は265人

ですが、今回の来熊で、当該市町に居住する台湾

の方が約４倍まで急増するとのことです。

　そのような中、出向者等が熊本で生活を始める

に当たっては、住民票の届出などの諸手続に始ま

り、様々な困難やお困り事が出てくることが想定

されます。また、出向者等の大部分は、日常会話

レベルの日本語能力に不安を抱えている方々であ

るため、地域とのコミュニケーションがうまく取

れず、地域の中で孤立してしまうことも想定され

ます。

　そのような中、先日、熊本市東区に新築された

熊本インターナショナルスクールの校舎におい

て、ＴＳＭＣ従業員の家族向けのオリエンテーシ

ョンが開催され、通学や学校での注意点などの説

明がありました。この新校舎に約130名の子供た

ちが学ぶ予定で、教育現場の準備も着々と進んで

います。

　また、各地域や民間団体なども、台湾の魅力を

伝えようと、台湾関連の商品を販売したり、台湾

の文化などを知っていただくためのセミナーを開

いたりと、歓迎ムードはさらに高まってきている

と思われます。

　台湾から熊本県に居住される方々のほとんどが

初めての方ばかりと思われます。楽しみで来られ

る方もいるかもしれませんが、子育て世代の方で

は、不安を抱え来熊される方もいるのではないか

と思います。

　約750名の方ですが、県としては、受入れ体制

をさらに強化し、日常生活における不安を取り除

くことが必要ではないでしょうか。

　その上で、来熊される方から、台湾に居住され

ている方々に対して、口コミやＳＮＳなどを利用

し、本県のすばらしい文化や観光施設、おいしい

食事などを伝えていただくことで、知人、友人な

どが観光に訪れ、さらなる経済波及効果にもつな

がるのではないかと考えます。

　そこで、台湾の方々が、地域住民との間で相互

理解を深めながら、本県での生活に早くなじんで

いただくため、県としてどのような取組を実施し

ているのか、観光戦略部長にお尋ねいたします。

　　〔観光戦略部長原山明博君登壇〕

○観光戦略部長(原山明博君)　県では、日本人と

言葉や生活習慣の異なる台湾の方々が円滑に生活

できるよう、まずは、ＴＳＭＣから出向者を受け

入れるＪＡＳＭ側のニーズを聞き取り、対策を検

討する体制を整えました。

　具体的には、ＪＡＳＭと県、関係市町との定例

会を本年４月から週１回開催しており、ここで出

された要望や課題について、県庁内や関係市町内

で共有し、連携を図りながら対応策の検討を行う

こととしています。

　これまでも、ＴＳＭＣ出向者等の来熊時期や人
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数等の情報を速やかに把握し、必要となる住民登

録や運転免許切替え等の諸手続を円滑に行うため

の支援等を行いました。

　また、８月からの受入れ本格化に合わせ、出向

者等への直接的な支援策として、外国人のための

生活ガイドブック(繁体字版)の改訂や県外国人サ

ポートセンターへの台湾相談ホットラインの設置

を行い、ＪＡＳＭを通して周知を図っています。

　このホットラインには、これまで15件の相談が

あり、例えば、未就学児の預け先の相談に対し、

近所の認定こども園を複数紹介したり、日本語を

勉強したいとの相談に対し、市町村などが運営す

る日本語教室や県が来月から開設する初級日本語

オンライン教室を紹介したりするなど、きめ細か

に対応しています。このオンライン教室には、台

湾の方々から多数の応募があっており、ニーズの

高さを感じています。

　また、台湾の方々に、熊本での生活に早くなじ

んでいただけるよう、官民一体となった様々なイ

ベントが行われます。既に開催された今月初めの

熊本市上通での歓迎イベントを皮切りに、29日か

ら10月１日までＫＵＭＡＭＯＴＯ台湾祭が、10月

14日には台湾・熊本友好歓迎ウエルカムイベント

が、熊本市中心市街地で開催される予定です。

　さらに、県内各地のイベントや観光情報等につ

いて、ＪＡＳＭや県公式ＬＩＮＥなどを通して情

報を伝えるとともに、県南や天草地域を含め、広

く県内各地を巡る県内周遊観光モニターツアーを

実施します。参加者の皆さんに熊本の魅力を体感

していただくとともに、参加者自らＳＮＳや口コ

ミでその感想などを台湾などへ伝えていただくこ

とで、さらなる誘客につなげてまいります。

　今後とも、ＴＳＭＣの本県進出を契機に、台湾

をはじめ様々な国、地域の方との交流を促進し、

共に生きていく多文化共生社会に向けた取組をさ

らに進めてまいります。

　　〔吉田孝平君登壇〕

○吉田孝平君　第２工場の建設も予定されており

まして、数年後には、さらに来熊される方が増え

てくると予想されます。

　先日、私の地元宇城市三角町戸馳に、台湾の地

方創生担当大臣、あと青年団の方々約30名の方

が、農家ハンターのほうに視察研修に来ていただ

きました。お互いの活動報告、あと意見交換をさ

せていただきまして、その後、夜は一緒に食事さ

せていただきました。

　農家ハンターということで、ジビエ料理とか結

構出したんですけれども、本当皆さん、おいしい

と言っていただいて、楽しく過ごしていただきま

したけれども、やはりちょっと大人数でありまし

たので、通訳の方が１人しかいないということも

あって、なかなか私たちもコミュニケーションが

取れないということもございました。

　少人数でコミュニケーションを取るというのも

大事だと思いますし、やはり一番は、言葉が不安

に思っていらっしゃる方が多いと思いますので、

できるだけ早く日本の文化になじんでいただくよ

うに、御支援をお願いしたいと思います。

　それでは、続きまして、ゼロカーボン社会の実

現に向けた取組ということで、まずは、バイオデ

ィーゼル燃料の推進についてお尋ねいたします。

　本県は、平成24年九州北部豪雨災害や熊本地

震、そして球磨川流域を中心に甚大な被害をもた

らした県南豪雨災害と、想定をはるかに超える災

害が発生しており、全国でも毎年のように豪雨災

害等が頻発している状況です。

　その背景には地球温暖化の影響があると言わ

れ、本県は、2050年ＣＯ2排出実質ゼロというゼ

ロカーボン社会の実現に向けて、様々な分野にお

いて、持続可能な削減対策に取り組まなければな
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りません。

　ゼロカーボン社会の実現に向けた熊本県の戦略

の一つに、化石燃料からの転換を推進するエネル

ギーシフトがあります。中でもバイオディーゼル

燃料は、植物由来の廃食油を原料として作られる

燃料であり、軽油の代替燃料として、重機やトラ

クター、トラックなどのディーゼルエンジンで使

用可能な燃料となります。

　ガソリンや軽油などの化石燃料を使用すると、

地球温暖化の原因の一つである大気中のＣＯ2が

増加しますが、軽油の代わりにバイオディーゼル

燃料を100％使用すると、植物が吸収したＣＯ2が

排出されるため、実質ＣＯ2の排出はゼロになる

ということであります。

　また、軽油にバイオディーゼル燃料を５％、30

％、50％混合したものもあり、利用促進に取り組

まれていると思われます。

　そのような中、航空会社では、バイオディーゼ

ル燃料の利用が進んでいるという話も聞きます

が、別の業界関係者からは、安全性はどうなのか

といった声も聞かれます。

　そこで、県内での利活用は進んでいるのか、ま

た、県は、今後どのように推進していくのか、環

境生活部長にお尋ねいたします。

　次に、ゼロカーボン社会の実現のためには、天

然資源の消費の抑制を図り、もって環境負荷の低

減を図る循環型社会への転換を進める必要がある

ことから、プラスチックごみの削減等も重要であ

ると考えられます。

　そのためには、化石燃料由来のプラスチックの

使用削減により、温室効果ガスの排出を抑え、地

球温暖化対策につなげることが求められます。

　なお、海洋プラスチックごみによる環境汚染を

防止するためにも、プラスチックごみの削減は重

要な取組だと考えられます。

　令和４年４月には、プラスチックごみの排出削

減等に向けて、設計・製造、販売・提供、排出・

回収・リサイクルの各段階でプラスチックの資源

循環を図ることを目的としたプラスチック資源循

環促進法が施行されました。飲食店や小売店など

の使い捨てプラスチックを提供する事業者に対

し、プラスチック製品の使用削減やプラスチック

代替製品への切替えなどが求められています。

　私たちの生活の中でも、買物の際は、レジ袋の

有料化に伴い、エコバッグを持参する方が多くな

り、また、よく使用しているストローなども、紙

製やバイオマスプラスチック製などをよく見かけ

るようになりました。

　しかしながら、日本の人口１人当たりのプラス

チックごみの排出量は世界でも上位であり、やは

り一人一人が意識を持ち、その削減に取り組まな

ければいけないと思います。

　そこで、プラスチック製品の使用削減や代替製

品への切替えといったプラスチックごみの削減に

ついて、県ではどのように取り組んでいくのか、

同じく環境生活部長にお尋ねいたします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　まず、バイオディ

ーゼル燃料の推進についてお答えいたします。

　本県では、県内で回収された使用済み天ぷら油

などの廃食油を原料とした高純度バイオディーゼ

ル燃料について、地産地消のエネルギーとして、

利用促進に取り組んでいます。

　現在、金融機関の移動店舗車、製造工場内で使

用する運送トラック、建設会社の油圧ショベルな

ど、民間企業で高純度バイオディーゼル燃料の利

活用が始まっています。

　また、県でも、農業研究センターなどの農業用

機械に利用しています。

　これらの取組において、軽油との使用感の違い
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や機械の故障といった問題は確認されていません

が、県民の認知度が高まっていないこともあり、

高純度バイオディーゼル燃料の利活用は、まだ限

定的なものとなっています。

　そこで、県では、パンフレットや地元経済誌を

活用し、高純度バイオディーゼル燃料の基礎的な

情報や利活用事例等に関する情報発信を行ってい

ます。

　今後は、重機を取り扱うリース業界を対象に、

直接出向いて安全性などの説明を行うなど、さら

なる認知度向上に努め、利活用の推進を図ってま

いります。

　次に、プラスチックごみの削減についてお答え

いたします。

　プラスチック製品の使用を削減するためには、

消費者だけでなく、プラスチック製品を提供する

事業者側の理解が深まることも重要です。

　既に県内では、竹などを主原料としたストロー

やお米由来のバイオマスプラスチックが製造され

るなど、民間企業の動きが始まっています。

　現在、県では、これらのプラスチック代替商品

を紹介するパンフレットを作成するなど、飲食店

や小売店等における代替製品の導入促進に取り組

んでいます。

　また、本年２月から、プラスチックごみの削減

に取り組まれているお店を募集し、くまもとプラ

スチックスマート登録店として県のホームページ

等でＰＲを行っております。

　今後も、商工関係団体等と連携し、登録店の拡

大を図るとともに、消費者である県民に対して

も、紙製のストローや木製の食器を提供している

お店の利用を呼びかけるなど、身近なところでで

きる取組を促してまいります。

　ゼロカーボン社会の実現には、一人一人の行動

の積み重ねが重要です。今後も、バイオディーゼ

ル燃料等への転換やプラスチックごみの削減が進

むよう、県民の皆さんの御理解と御協力をいただ

きながら取り組んでまいります。

　　〔吉田孝平君登壇〕

○吉田孝平君　バイオディーゼル燃料に関しまし

ては、故障などの問題は聞こえていないというこ

とでございますが、地元の建設業の方に聞くと、

やはり高額な重機等でございますので、いわば補

償がないということで、まだ今のところ扱うのは

難しいという話も聞いております。また、バイオ

燃料のほうが普通の軽油よりも高いということも

一つあると思います。まあ、時間はかかると思い

ますが、利用促進に御尽力いただくようにお願い

したいと思います。

　それと、プラスチックごみの削減に関しまして

は、やはり一人一人が意識を持つことが重要だと

思います。意識を持っていただくように、県から

もしっかり発信をしていただくようにお願いした

いと思います。

　それでは、次の質問に移りたいと思います。

　県動物愛護センターの整備状況と今後の活用に

ついてお尋ねいたします。

　近年、犬や猫などの動物を、単なるペットとし

てではなく、大切な家族の一員であるとの認識が

広まっており、動物に関する県民の意識は変化し

ていると思われます。

　私が子供の頃は、中型犬や大型犬を庭や玄関先

で番犬として飼育されている家庭が多く見られま

した。また、野良犬や野良猫もたくさん見かける

ことが多く、野良猫は今でも見かけますが、野良

犬はほとんど見かけなくなり、中には、子供の

頃、野良犬に追いかけられて犬が嫌いになったと

いう人もいました。

　今では、マンションなどでも飼育が可能な猫や

小型犬が多く飼われるようになる中、犬や猫から



－ 89 －

令和５年９月定例会　熊本県議会会議録　第４号（９月22日）

得られる恩恵が精神的な関係性になり、少子高齢

化社会を背景に、子供のような存在として家族の

一員の役割を担うようになりました。

　一方で、近年、動物虐待や多頭飼育崩壊などの

事件が増加しています。報道でもありましたが、

不衛生な環境で飼育されていた62匹の小型犬が保

健所に保護された多頭飼育崩壊の事例も、ある意

味動物虐待であると思われます。

　蒲島知事は、犬猫の殺処分ゼロを目指すことを

３期目のマニフェストや熊本復旧・復興４カ年戦

略に掲げ、さらに、第３次熊本県動物愛護推進計

画で「命を大切にし、やさしさあふれる人と動物

が共生するくまもと」の実現に向けて、動物愛護

及び管理に係る施策の強化に取り組んでこられま

した。

　そのような中、動物愛護の中核拠点となる新熊

本県動物愛護センターの整備が、現在、私の地元

でもあります宇城市松橋町の松橋不知火浄水管理

センター北側において、令和５年度末の完成に向

けて建設中であります。

　今でこそ地元区の御理解、御協力をいただいて

順調に建設が進められていますが、最初にこの地

区に建設予定の話が出たとき、やはり臭いや騒音

の問題があるため、宇城市、また、地元の区長を

はじめ役員の皆様が、地域住民の方々の御理解を

得るために大変な努力をされたことを聞いており

ます。時には、宮崎県にある動物愛護センターま

で視察に行かれたとの話も聞いております。

　この宮崎県の動物愛護センターは、2017年に新

しく建設され、命の教育を推進するとともに、教

育施設としての活用を図っています。さらに、県

下の小学校の中高学年を対象に「第一次「人と動

物のつながりといのち｣」｢第二次「いのちを育

て・つなぐ｣」という教育プログラムが２時間構

成で実践されています。

　子供にとって、勉強、スポーツも大事でありま

すが、豊かな人間性や社会性、規範意識を身につ

ける命の教育は、最も大事な教育だと私は思いま

す。

　これまでの動物愛護センターは、処分を念頭に

置いた施設で、犬猫を個体管理する施設ではな

く、長期収容もできず、さらに、駐車場も不足し

ていたため、譲渡の推進、施設を利用した活動な

どをすることができませんでした。

　また、動物への心ないいたずらが、暴力や犯罪

などの反社会的行動に関連してくる等の話も聞く

ことがあり、無差別殺人などの重い罪を犯した容

疑者に犯行の理由を聞くと、動物虐待からエスカ

レートしたという話も聞かれます。

　新しく完成する新動物愛護センターは、譲渡を

推進するための適正な飼育管理とともに、県内の

動物愛護の拠点として、大きな役割を期待されて

います。多くの方々に新動物愛護センターを存分

に活用していただき、命の大切さについて、子供

の頃から学べるような取組もしてほしいと思いま

す。

　そこで、新センターの現在の整備状況と竣工後

の活用に向けた取組について、健康福祉部長にお

尋ねいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　新たな動物愛護セ

ンターは、議員御紹介のとおり、地元の皆様の御

理解と御協力の下、宇城市松橋町で整備を進めて

おります。

　新センターは、県産木材をふんだんに使ったぬ

くもりを感じる施設で、保護した動物の個体管理

ができ、空調設備や治療室等も有するため、健康

や安全に配慮した飼育が可能となります。

　また、100人収容可能な多目的スペースや人と

保護犬との交流の場ともなる屋根つきドッグラ
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ン、大型バスの駐車場等も整備するため、小学校

の見学旅行など、多くの方々においでいただける

ようになります。

　既にドッグランは完成し、現在、本館の内装工

事や外構工事を行っているところです。今年度末

には開所式を行い、新年度に入って、県民の方々

の受入れ準備が整い次第、オープニングイベント

を開催する予定です。

　また、多くの皆様に親しんでいただける施設と

なるよう、愛称の募集を行った結果、県内外から

400件を超える応募があり、現在選定を進めてい

るところです。

　開所後は、新センターの機能を生かし、県民の

皆様を対象にした動物愛護の啓発、保護動物の譲

渡会、飼い主の皆様を対象にした適正飼養講習会

やしつけ方教室など、積極的に実施してまいりま

す。

　特に「命を大切にし、人と動物が共生するくま

もと」を実現するためには、子供の頃から命の大

切さを学び、動物愛護の精神を養うことが重要で

す。

　これまでも、小学校等に出向いて出前講座を行

ってきましたが、新センターにおいては、見学旅

行や研修会等を受け入れ、命の貴さや動物との共

生への理解など、年齢に応じた学びの提供を計画

しております。

　教育委員会や市町村等とも連携し、新センター

が命の教育の拠点となるよう取り組んでまいりま

す。

　　〔吉田孝平君登壇〕

○吉田孝平君　先日、議会棟の駐車場で、ここに

おられる斎藤議員と星野議員が、２人でしゃがん

で何かをされていましたので、見に行くと、足を

骨折した野良猫、人に全く懐いていない猫を２人

で一生懸命餌でつりながら、籠に保護されている

のを見かけまして、その後どうなったかという

と、動物愛護センターのほうでは引き取れない

と、もういっぱいで引き取れないということで、

ボランティア団体のほうが引き取っていただいた

ということで、本当お二人の行動には感心させら

れたところでございます。

　一方で、現在の愛護センターのほうでは保護で

きないという状況でございまして、新センターは

大変重要であり、待ち遠しい施設になると思われ

ます。答弁でもありましたように、命の教育の拠

点として活用されることをお願い申し上げまし

て、次の質問に移りたいと思います。

　多様な学びの場の整備についてお尋ねいたしま

す。

　私の地元の松橋町では、県立松橋高校ととも

に、松橋支援学校、松橋西支援学校、松橋東支援

学校と３つの支援学校が設置され、従前から特別

支援教育の充実が図られてきました。さらに、今

年の４月からは、松橋西支援学校の高等部が松橋

高校の一角に移転され、先日、教育警察常任委員

会でも両校の視察に来ていただき、私も、地元議

員として御案内いただき、参加してまいりまし

た。

　校舎は一緒ですが、それぞれにお話を伺うこと

ができ、支援学校の校舎に松橋高校の生徒が遊び

に来られるという話も聞かれたところです。

　今後は、この２校の生徒が、各種行事などで共

に行動しながら、相互理解をさらに進め、共生社

会の実現に向けたモデル校となることを期待して

おります。

　その一方で、特別支援教育を受けている児童生

徒数は、国の法改正等により特別支援教育が明確

に位置づけられた平成19年度と令和５年度を比較

すると、約3.4倍となっています。

　特別支援学校の児童生徒数の増加とともに、小
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中学校の特別支援学級の児童生徒数も増加の一途

をたどっており、特別支援教育のさらなる充実が

必要であるとの声を聞いています。

　日本社会が少子化傾向にある中、唯一過去最高

の在籍者数を更新しているのが特別支援学校であ

ります。

　また、特別支援学級は、その者の障害の状態、

その者の教育上必要な支援の内容、地域における

教育の体制の整備の状況、その他の事情を勘案し

て、特別支援学級において教育を受けることが適

当であると認める者を対象とされています。

　そのような中、文部科学省が令和４年12月に公

表した通常の学級に在籍する特別な教育的支援を

必要とする児童生徒に関する調査結果についてで

は、学級担任の判断でありますが、学習面または

行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割

合は、小中学校で推定値8.8％であったとのこと

です。

　学校では、様々な指導や支援をしていただいて

いるのは承知していますが、教育的支援を必要と

する児童生徒に対し、さらに充実した特別支援教

育が必要ではないかと感じています。

　そこで質問です。

　これらに対応するため、教育委員会では、今年

度から多様な学びの場整備事業の取組を始めたと

のことですが、本事業の取組はどのようなもの

か、また、その進捗状況はいかがか、教育長にお

尋ねいたします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　議員御指摘のとおり、特

別支援教育を受ける児童生徒数は、法改正以降、

大幅に増加しています。

　特別支援教育を行うに当たっては、児童生徒一

人一人の発達段階や障害特性等を踏まえた教育的

ニーズの把握や分析等がなされた上で、学びの場

の選択が行われることが重要でございます。

　そのため、県教育委員会では、今年度から、個

々の児童生徒の状況に応じた学びの場を判断する

ための基準の検討、学びの場の整備、教職員の指

導力の向上の３本の柱で取り組む多様な学びの場

整備事業を実施しています。

　１つ目は、学びの場の適正選択事業です。

　これは、市町村教育委員会が、障害のある児童

生徒の能力や可能性を最大限に伸ばせる最適な学

びの場について検討する際、その教育的ニーズを

的確に見極め、総合的に学びの場を判断する基準

となる考え方を示すものでございます。

　２つ目は、学びの場整備事業です。

　これは、通級による指導が必要な児童生徒が、

県内のどの地域においてもその指導を受けられる

ようにするため、教員が複数の学校を巡回して対

象の児童生徒を指導する巡回型の通級指導教室を

段階的に整備するものでございます。

　３つ目は、特別支援教育研修充実事業です。

　これは、通常の学級担任を含む全ての教職員の

特別支援教育に関する専門性を向上させるため、

研修の仕組みづくりを行うものです。

　次に、現在の進捗状況でございますが、学びの

場の適正選択事業と学びの場整備事業では、市町

村に対して公募を行い、八代市、南関町、錦町を

モデル地域として指定をしました。

　今後、モデル地域内の児童生徒や学校の状況な

どを調査しながら、課題の整理及び改善策を検討

してまいります。

　特別支援教育研修充実事業においては、今年度

は、特別支援学校の全教職員を対象に、自立活動

を中心とする実践的研修を年間５回程度実施する

こととしており、専門性の向上に取り組んでいま

す。

　今後、小中高等学校等の教員に向け、研修の充
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実を図ってまいります。

　引き続き、誰一人取り残さない教育を実現する

ため、個々の児童生徒が最も適した学びの場で学

ぶことができるよう、しっかりと取り組んでまい

ります。

　　〔吉田孝平君登壇〕

○吉田孝平君　障害のある子供、障害のない子供

ができるだけ同じ場で学んでもらうことも重要で

ありますし、教員が不足しております。子供たち

の選択を増やすことも大事だと思われますので、

また、市町村の教育委員会ともしっかり連携して

いただいて、環境整備に努めていただくようにお

願いいたします。

　それでは、次の質問に移りたいと思います。

　子供と家族が一緒に休める環境整備についてお

尋ねいたします。

　新型コロナウイルス感染症が５類に移行し、イ

ベント等が再開されています。体験活動等に家族

で参加することは、子供の心身の発達に有意義で

あると思われます。しかし、土日祝日に勤務する

保護者は、平日に休みでも、子供は学校があるた

め、このような活動に子供と一緒に参加できない

のが実情であります。

　政府は、経済財政運営と改革の基本方針2017に

おいて、地域ごとにキッズウイークを設定し、学

校休業日の分散化、有給休暇取得促進等に官民一

体で推進することとしました。

　また、本年６月の全国知事会の休み方改革ＰＴ

において、従業員が子供の休みに休暇を取りやす

くする環境づくりや家族の休暇に合わせて子供が

学校を平日に休むことができる環境整備に取り組

むことなどの提言が出されました。

　鳥取県では、昨年度から、ゴールデンウイーク

の合間などを学校休業日とし、連休を長期化させ

る取組を進められています。

　愛知県では、平日に学校外での体験や学びの活

動を子供が保護者等と一緒に行うとき、年に３日

まで登校しなくても欠席とならない制度を創設

し、今月からスタートされました。

　また、本県においても、人吉市では、家族の時

間づくりプロジェクトとして、おくんち祭りが開

催される10月９日前後に、市内全ての小中学校に

おいて、学校休業日を設定されています。

　多様な働き方に合わせ、休み方を選択し、充実

した余暇を過ごすことは、労働生産性の向上につ

ながりますし、休みの分散化により、平日におい

ても観光産業などを中心とした経済効果も期待さ

れると思われます。

　子供たちにとっても、家族との時間が増え、ふ

だんできない体験活動などに参加することで、視

野を広げることも可能になります。

　そのことを踏まえ、本県でも、学校において、

子供と家族が平日一緒に休め、体験的な活動等が

できる環境づくりについてどのように考えるの

か、教育長にお尋ねいたします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　子供と家族が一緒に休め

る環境整備についてお答えいたします。

　学校の休みの分散化などにより、子供が保護者

等とともに校外で体験的な学習活動等を実施でき

るようにすることは、議員御指摘のとおり、子供

たちがふだんは参加できない行事等へ参加し、視

野を広げることにつながるとともに、家庭教育力

の向上、地域経済の活性化にも資するものと考え

ます。

　このようなことから、県教育委員会では、本年

４月、全ての県立学校に対し、休業日の取扱いを

弾力化し、学校長の判断により、夏季休業日等の

分散化を可能とする制度を導入しました。

　これを受け、探求的な学びに積極的に取り組ん
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でいる宇土高校、宇土中学校では、生徒が自ら考

え、行動できる能力を高める契機となる体験的な

学習活動等に取り組めるよう、本年度から、夏休

みの一部を分散し、10月下旬から11月上旬にかけ

て、祝日等を含め９連休とする取組を行う予定で

ございます。

　引き続き、本制度の周知を図り、各学校におけ

る活用を促進してまいります。

　また、親が祝日や休日に仕事をしている場合な

どに、子供と家族が平日に一緒に休み、体験的な

学習活動等ができるよう環境整備を図るために

は、職場においても休暇を取得しやすい環境をつ

くるなど、学校と地域が一体となった休み方改革

への取組も必要でございます。

　今後、県教育委員会としましては、先行事例の

状況も参考に、学校をはじめ関係団体などの意向

も踏まえながら、具体的な検討を進めてまいりま

す。

　　〔吉田孝平君登壇〕

○吉田孝平君　他県ではもう既に進められており

ますが、様々な御意見があるというふうなことも

聞いております。

　私は、夏休みの分散化は進めていってもいいん

じゃないかというふうに思っております。特に、

幼少期というのは、親と一緒に過ごすことは本当

大事なことだと思います。このことに対しまして

は、やはり市町村の教育委員会もございますの

で、しっかりと連携をして環境整備に努めていた

だければと思っております。

　今回、トップバッターということでございまし

て、先頭バッターホームランとはいきませんでし

たが、自分の中でチャンスを広げることができた

のかなというふうに思っております。次回は、満

塁ホームランとまではいきませんが、ホームラン

を打てるように、また頑張って質問させていただ

きたいと思います。

　それでは、これをもちまして私の一般質問を終

わらせていただきます。

　御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)

○議長(渕上陽一君)　この際、５分間休憩いたし

ます。

　　午前10時57分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午前11時７分開議

○議長(渕上陽一君)　休憩前に引き続き会議を開

きます。

　幸村香代子君。

　　〔幸村香代子君登壇〕(拍手)

○幸村香代子君　皆様、おはようございます。立

憲民主連合会派の幸村香代子でございます。

　県議になりまして初めての一般質問となりま

す。少々と言いたいところですが、大変緊張いた

しておりまして、不手際があるかもしれません

が、寛大なお気持ちで、最後までのお付き合いを

よろしくお願いいたします。

　本当に、異常に暑かった夏も、時が回れば、厳

しい暑さの中にも朝夕の涼しさは肌に感じます

し、味覚の秋を堪能するのも楽しみな季節に、ほ

っとする感覚がございます。

　先日、第２次岸田第２次改造内閣が発足いたし

ました。閣僚に５人の女性が登用され、過去最多

に並ぶ人数となり、期待をしております。しか

し、残念なことに、副大臣26人と政務官28人には

女性登用はゼロという、失望する数字でした。政

治分野におけるジェンダー平等指数が極めて低い

日本において、トップの意識がこれではと残念な

思いがしております。今、再考を促す動きがあり

ます。ぜひとも、女性活躍を旗印にしておられる

岸田総理の本気度を、世界に向けて示していただ

くことを期待しているところです。
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　それでは、本日、５項目通告をいたしておりま

すので、順次質問をしてまいります。

　まず１点目、性暴力から子供たちを守る取組に

ついて、２点お尋ねをいたします。

　１点目、性犯罪・性暴力対策のさらなる強化方

針を受けてについてお尋ねをいたします。

　連日、ジャニーズ事務所の性加害問題がテレビ

などで取り上げられています。被害者は数百人に

及び、前代未聞の犯罪となっています。被害者の

男性が、何があったのかを顔を出してテレビカメ

ラの前で赤裸々に訴えられている姿は、胸が締め

つけられる思いがいたします。

　これまで性被害者は、どちらかといえば女性と

思われがちでしたが、男の子が被害者となること

や、幼少期に受けた被害が何だったのかを大人に

なってから理解し、ＰＴＳＤに苦しむことが、こ

れまで以上に認識されることとなっています。幼

少期に受けた性暴力は、何十年という長い年月、

苦しみを与え続けることになるのです。

　また、絶対的な権力を持ち、支配的な立場にあ

る大人が、嫌と言えない子供たちを支配し虐待す

る、許されないことです。メディアは、この事件

が芸能界という特殊な環境の中での問題と捉え、

人権問題という意識が欠け、正面から取り上げて

こなかったことが厳しく問われています。

　また、この実態調査のため、国連の人権理事会

ビジネスと人権作業部会が来日しました。最終報

告は今後のようですが、今回の事件が、日本には

女性や子供、障害者、性的少数者、技能実習生な

どの人権問題が根強くあると、厳しく指摘をされ

ています。

　今、子供たちを性暴力から守ろうという動きが

社会全体で広まっています。それだけ、子供たち

が被害者となる性犯罪、性暴力が深刻な状況にあ

るからです。

　ネット社会の中でも、性の情報が氾濫していま

す。子供たちも簡単に閲覧できますし、その中に

は、過激なもの、間違ったものが多くあります。

何が正しい情報なのか、自分の体を守ること、自

分の心を守ること、大切な人とどう関係するの

か、大人も子供も学んでいくことが必要です。

　被害者の年齢も低年齢化していますが、加害者

となる年齢も同様です。そして、私たちが思う以

上に性被害は多様化しています。被害者、加害者

が自分の子供か孫、そう想像してみると、対策や

対応が急務であると強く思われるはずです。

　政府も、性暴力は被害者の尊厳を踏みにじる卑

劣な行為であり、決して許されないとして、子供

や若者の性被害防止に向け、緊急対策を取りまと

め、令和５年度から令和７年度の３年間を性犯

罪・性暴力対策の「更なる集中強化期間」と位置

づけました。

　刑事法改正に係る対応、再発防止施策の充実、

被害申告、相談しやすい環境整備、切れ目ない手

厚い被害者支援の確立、教育啓発活動の取組、新

たな課題等への対応を取組の柱としています。

　そこで質問です。

　この中でも、相談しやすい窓口と体制づくりに

ついて、また、その相談窓口を広く知らせるため

にどのような方策を取られているのか、環境生活

部長にお尋ねをいたします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　本県における性暴

力から子供たちを守るための相談体制等について

お答えいたします。

　議員御紹介のとおり、政府において、令和５年

度から７年度までの３年間が性犯罪・性暴力対策

の「更なる集中強化期間」と定められました。子

供の性暴力被害防止や被害者支援についても、多

くの項目が盛り込まれ、関係省庁や地方自治体な
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ど、行政機関が取り組むべき方針が示されまし

た。

　本県では、平成27年６月に、性暴力被害者のた

めのサポートセンターゆあさいどくまもとを開設

し、専門家を擁する民間団体に運営を委託して、

24時間体制の電話相談や医療機関への付添い支援

など、性暴力被害者への支援を、警察への被害届

提出の有無にかかわらず行っております。

　また、子供への性的虐待事案に対しては、児童

相談所と関係機関が連携し、二次被害防止に配慮

しながら子供の被害状況を踏まえた対応を行い、

さらに、精神保健福祉センターにおいても、電話

相談や精神科医師の診察、臨床心理士等による面

談を実施するなど、関係部局が連携し、性暴力被

害者に対する支援を行っています。

　性暴力の対象やその被害内容は多様であり、個

々の被害者に寄り添った対応を行うことができる

よう、継続的な相談員の研修やＳＮＳの活用など

により、相談しやすい環境の整備に努めていま

す。

　今後とも、子供や若者あるいは男性からの相談

にも柔軟に対応できるような体制づくりを進めて

いきたいと考えています。

　また、子供の性暴力被害やその対応についての

理解促進を図るため、中高生、保護者向けリーフ

レットの作成や学校での出前講座を行うととも

に、相談窓口等が掲載されたカードの配布による

相談窓口の周知啓発に取り組んでいます。

　被害の潜在化を防止し、適切な支援が受けられ

るよう、引き続き、県の関係機関、市町村、関係

団体等と連携し、被害者が相談しやすい体制づく

りを行うとともに、窓口の周知啓発に一層取り組

んでまいります。

　　〔幸村香代子君登壇〕

○幸村香代子君　今御答弁で紹介がありました配

布をされているカードを見せていただきました。

これが、学校だけの配布ということではなくて、

やっぱり公共施設であるとか人が集まる商業施設

なんかのトイレとかに、男性、女性関係なく置い

ていただきたいなというふうに思います。以前、

ＤＶ被害者の窓口対応のものがずっと置かれてい

たんですが、最近ちょっと見ないなとは思ってい

ます。ああいうところに置いていただくと、非常

に目につくこともありますので、ぜひ御検討をい

ただきたいというふうに思います。

　それと、ＳＮＳの活用なんですが、もう今は当

たり前のような状況です。ですから、やっぱり有

効に活用していただいて、相談者が本当に窓口に

アクセスしやすい、ワンクリックぐらいでつなが

るような環境を、見つけやすいということも含め

て、対応いただきたいというふうに思います。

　御紹介があった性暴力被害者のためのサポート

センターゆあさいどくまもとさんなんですが、こ

こに、相談件数としては、令和４年で1,379件、

令和２年から、毎年1,000件を超す相談があって

おります。24時間対応で、30人ほどの人員で相談

に応じておられます。相談件数の多さと、被害者

へ大変細やかな対応を必要とする現場でございま

す。切れ目ない人材を確保することが必要だとい

うふうに思います。県としても、人材育成には力

を入れていただきたいというふうに思います。

　先ほど、相談件数が1,000件を超えるというふ

うにお話をいたしましたが、表に出てくるのは本

当に氷山の一角です。被害が発覚するのは、全体

の10％前後だというふうに言われています。どれ

だけの被害が多いことかと驚くばかりです。

　相談に結びつかないような被害が相当数あると

いうことです。ぜひ、庁内での連携も強化してい

ただきたいと思いますし、そんなふうにせっかく

窓口につながった被害者を、確実に救済する、救
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済につなげていくというふうなことからしても、

児童相談所などへつなぐこと、また、その他の関

係機関につなぐことも確実に行っていただきたい

というふうに思います。

　これについては、本当に県全体、行政だけでは

なく、民間の力もお借りして取り組んでいただき

たいということを要望して、この項を終わりま

す。

　次、２点目、教育委員会における生
い の ち

命の安全教

育及び性に関する指導の取組についてお尋ねをい

たします。

　生
い の ち

命の安全教育は、性犯罪、性暴力の根絶を求

める社会的機運の高まりなどを受け、2020年６月

に決定された性犯罪・性暴力対策の強化の方針を

踏まえて、文部科学省が推進する取組です。その

内容としては、子供たちが性暴力の加害者、被害

者、傍観者にならないための教育及び啓発になり

ます。

　今年７月、朝日新聞にも掲載されましたが、内

閣府が2022年に行った16歳から24歳の若年層への

オンラインアンケートによりますと、有効回答

6,224人のうち、４人に１人に当たる1,644人、

26.4％に、性暴力――望まない性的な行動です

ね。の被害を受けた経験があったと答えていま

す。

　また、追加のアンケートでは、被害を受けた人

を対象にした調査で、約半数は相談先につながっ

ていなかったという結果も出ています。

　加えて、加害者との関係では、学校、大学の教

職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導員などが

36％で最多です。被害を受けた場所としては、学

校との回答が22.5％で最多という結果になってい

ます。

　このことから、性犯罪、性暴力への対策、それ

も子供たちが長い時間を過ごす学校での対策が急

務であると思います。

　そこで質問ですが、生
い の ち

命の安全教育について、

県教育委員会はどのような取組をされているの

か、また、被害を受けた場合の相談窓口の周知と

関係機関との連携について、どのようなことを実

施されているのか、教育長にお尋ねをします。

　次に、性に関する指導についてですが、熊本県

は、若年層の妊娠中絶率が高いという集計結果が

あります。熊本県の母子保健集計結果2021年度で

は、総数でワースト７位、20歳未満ではワースト

６位という、憂慮すべき現状です。この順位は、

長年改善されることなく、今に至っています。

　私は、このような中で、学校で行う性に関する

指導の役割は、極めて大きいと考えています。そ

のため、望まない妊娠を避けることや命の大切さ

などを、成長過程に応じて、支援学校などを含む

学校現場で教えていく必要があると思っておりま

す。

　そこで、県教育委員会として、命を大切にする

性に関する指導の充実について、先生方の研修を

はじめ、どのように取り組まれているのか、教育

長に併せてお尋ねをいたします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　まず、生
い の ち

命の安全教育の

取組についてお答えいたします。

　スマートフォン等が普及する中で、ＳＮＳに起

因する性犯罪や自画撮り被害に遭った児童生徒に

関する教育委員会への報告数は年々増加傾向にあ

り、中には小学生が被害に遭うケースもありま

す。また、全国的には、盗撮による児童ポルノ製

造事犯が高水準で推移しており、児童生徒が加害

者となる児童ポルノ事犯も増加傾向で推移してい

ます。

　このような状況を踏まえ、県教育委員会では、

各学校での研修等に活用してもらうため、学校の
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管理職を対象とした研修会等において、文部科学

省が作成した教材や啓発資料等の周知を図るとと

もに、中高生向け授業づくりの手引を本県独自に

作成し、それを活用した授業を行うことで、性犯

罪の防止に努めています。

　あわせて、児童ポルノ事案の具体例について、

県独自の啓発資料も作成し、児童生徒、保護者に

周知を図っているところであります。

　また、性暴力の被害者が相談機関に速やかに相

談できるよう、県教育委員会では、ワンストップ

支援センターゆあさいどくまもとなど関係機関の

相談窓口一覧を作成し、各学校の教室等に掲示す

るとともに、児童生徒や保護者にも配付しており

ます。

　次に、性に関する指導の充実に向けた取組につ

いてお答えします。

　県教育委員会では、児童生徒が性に関して正し

く理解し、適切な行動が取れるよう、発達段階に

応じて、思春期の体の変化、妊娠、出産と健康な

どに関する集団指導と個別指導を組み合わせて行

うよう、各学校の健康教育担当者に研修会等を通

して周知を行っています。

　あわせて、外部の専門家を活用した児童生徒向

けの性教育講演会を開催するよう、指導の充実を

図っています。

　また、ＳＮＳに起因する被害等を防止するた

め、新たに性に関する指導リーフレットを作成

し、教職員が児童生徒の抱えている問題に適切に

対応できるよう支援しています。

　今後とも、関係機関と連携を図りながら、生
い の ち

命

の安全教育及び性に関する指導の一層の充実を図

ってまいります。

　　〔幸村香代子君登壇〕

○幸村香代子君　各学校で、その学校の実情に応

じた取組を進めていくには、まず管理職がどうい

う意識を持って取り組まれていくかというふうに

思いますので、大変管理職を対象にした研修とい

うのは重要であるというふうに思います。

　また、その中身については、やっぱり実効性の

あるものが望まれますし、何より性教育の必要性

がきちんと共有できるものをお願いしたいという

ふうに思います。

　性に関する指導については、本当に、各学年に

おいて、その成長段階に応じた継続的な取組が望

まれます。警察や産婦人科医、相談窓口の担当

者、また、児童相談所など、実際に子供の命や性

に関わっておられる外部の専門機関の話を聞くこ

とも、大変有効だというふうに思っています。現

在もそういったことに取り組まれているという御

答弁もありましたけれども、ぜひそういった機会

をさらに充実させていただきたいというふうに思

います。

　また、定例の教育委員会でどのような議論がな

されているのかなと思いまして、議事録を遡って

点検をいたしましたが、議題として取り扱われて

はいないようです。ぜひ、教育委員会としても、

議論のテーブルにのせていただいて、そのような

実態のことであるとか、どんな取組を進めていく

ということを、きちんと検討いただきたいという

ふうに思います。

　そのことをお願いして、この項を終わります。

　次に、大項目２、加齢性難聴者の認知症予防に

ついてお尋ねをいたします。

　日本は、高齢化に伴い認知症を抱える人が、

2025年には65歳以上の５人に１人、2040年には４

人に１人の約900万人に達すると推計されていま

す。大きな社会問題となっています。

　この認知症と難聴の因果関係について、様々な

研究がなされてきました。難聴が脳の萎縮や神経

細胞の働きの弱まりに影響することが明らかにな
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ってきており、2015年、厚労省は、認知症施策推

進総合戦略、新オレンジプランを関係省庁と共同

で策定して、この中で難聴が認知症の危険因子の

一つであると明記されています。

　また、2017年７月には、ロンドンで開かれた第

29回国際アルツハイマー病学会議では、ランセッ

ト国際委員会は、予防できる要因の中で、難聴が

認知症の最も大きな危険因子であると発表してい

ます。

　確かに、聞き取りが難しくなると、会話による

コミュニケーションが難しくなりますし、外出が

おっくうになります。社会的な刺激が少なくな

り、意欲の低下や孤立化にもつながります。この

ことが認知症の要因であると指摘されているのだ

と思います。

　では、難聴者の数はというと、補聴器工業会の

調査によると、日本における難聴者数は1,430万

人と推定されています。人口に対する比率は11.3

％、世界で３番目に多いと報告されています。

　その理由として、難聴治療に対しての啓発が非

常に不十分であると、で、適切な検査に結びつい

ていない。例えば、眼鏡を使用しようと思えば、

ちゃんと病院に行って視力検査をして、どんなも

のが適正なものかということをまずは病院とか専

門機関の診察を受けるんですが、なかなか難聴の

場合はそれがされていないということもあって、

早い段階での医療機関への診察を促すことも必要

であるというふうに言われております。

　さきの国会においても、認知症基本法が成立

し、認知症対策を新たな国家プロジェクトと位置

づけました。今後、基本計画が策定され、自治体

にも地域の実情に応じた計画をつくる努力義務が

課されています。当然、当事者や家族の声を反映

させることが重要であるとの指摘があります。

　本県においても、計画策定の折には、当事者の

意見が反映される取組をお願いしたいと思いま

す。

　働く高齢者も増えています。敬老の日の調査に

よれば、65歳から69歳で約50.5％の方、70歳から

74歳で33.5％の方が働いておられます。難聴を早

期に対処していけば、社会参加や労働意欲も減退

することなく暮らしていけるのではないでしょう

か。さらには、健康寿命の延伸、医療費の抑制に

つながると考えています。

　そこで、難聴と認知症の関係について、県の認

識を健康福祉部長にお尋ねをいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　先日総務省が公表

した人口推計によると、国民の10人に１人は80歳

以上です。また、厚生労働省の調査研究では、い

わゆる団塊の世代が後期高齢者となる2025年に

は、高齢者の５人に１人が認知症になると見込ま

れ、その後も当面は増加が予想されます。

　こうした中、国は、認知症施策推進総合戦略に

おいて、難聴も高血圧や糖尿病などと並ぶ認知症

の危険因子の一つに挙げており、国立長寿医療研

究センターでは、平成30年度から、難聴と認知機

能との関係を解明する研究が始められました。

　この研究によると、難聴と認知機能低下の関係

性については、一定の相関関係は確認されていま

すが、因果関係については研究結果を得るに至っ

ておらず、引き続き同センターにおいて研究が続

けられている状況です。

　本年６月には、認知症基本法が成立し、認知症

の人も含めた国民一人一人が、支え合いながら共

生する活力ある社会の実現に向けて、国を挙げて

施策を進めていくことになっております。

　県としても、そのような認識の下、難聴と認知

症の関係については、国において現在も継続中の

研究の進捗状況等を注視しつつ、必要な取組を進

調査によると、日本における難聴者数は1,430万
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めてまいります。

　　〔幸村香代子君登壇〕

○幸村香代子君　今回、補聴器の助成制度にまで

は踏み込みませんでした。先ほどの御答弁を聞か

れて分かると思いますが、県の対応としては、難

聴と認知症の因果関係に関して、非常に慎重な姿

勢が強くありましたものですから、今回、その助

成制度にまでは踏み込みませんでした。

　しかし、国会においても、今、継続的に議論を

されておりますし、冒頭紹介しましたように、難

聴が認知症の危険因子であるとの明確な指摘がご

ざいます。危険因子は、やはり取り除いていく必

要があると思います。病気をすれば、その病気を

予防するために危険因子を取り除くということが

なされているのと同じように、認知症に対する危

険因子が難聴であれば、やはりその対策というの

は必要なことだというふうに思います。

　今回は取り上げませんでしたが、今後、必要な

取組を積極的に進めていくというふうな御答弁も

最後にございましたので、補聴器購入への助成制

度の検討も、今後求めていきたいというふうに思

っています。

　次、３項目め、産科医、小児科医の確保につい

てお尋ねをいたします。

　日本の医療は、医師の自己犠牲的な長時間労働

により支えられており、危機的な状況にあると厚

生労働省が指摘したのは、2019年の医師の働き方

改革についてまとめた報告書です。

　2019年４月から施行された働き方改革関連法案

では、人手の確保が難しい医師など、一部適用が

猶予され、2024年４月から、勤務医に対して適用

されることとなります。

　猶予されたこの５年の間に対策を講じる必要が

あったわけですが、新型コロナウイルス感染症な

どもあり、厳しい状況ではないかと推測をいたし

ます。特に、地方においては、大学病院からの派

遣により医師を確保していた現状もあり、働き方

改革による影響を懸念しているところです。

　特に、産科医や小児科医の不足については、全

国的な問題でもあり、この点も踏まえ、以下３点

について、健康福祉部長に質問をいたします。

　１点目、周産期医療における第７次熊本県保健

医療計画のまとめについてです。

　熊本県においては、本年度、第７次計画の最終

年度となります。周産期医療の現段階のまとめと

課題、８次計画の主眼についてお尋ねをいたしま

す。

　２点目、熊本労災病院産科の来年３月末の休止

についてです。

　７月28日、29日、各新聞の朝刊に、熊本労災病

院が出産を取り扱う産科を2024年３月末で休止す

るという記事が掲載され、八代市民はもとより、

周辺自治体からも不安の声が出されています。

　熊本労災病院は、緊急手術や処置が必要なハイ

リスク妊婦に対応する地域周産期中核病院であ

り、八代と人吉・球磨地域の妊婦を受け入れてい

ます。

　妊娠や出産は、何があるか分からないという不

安を妊婦は抱えています。熊本労災病院の産科が

休止となれば、熊本市内まで搬送されることにな

ります。不安は一段と増します。また、産科、婦

人科、小児科を有している熊本労災病院であれば

こそ、安心してお産ができます。

　９月７日には、八代市と人吉市の４クリニック

が、県と熊大病院、県産婦人科医、八代市医師会

の４か所に嘆願書を提出されています。なぜこの

ような状況になったのか、休止を回避する対策は

ないのか、県の対応をお尋ねいたします。

　３項目め、ＴＳＭＣの進出による従業員、家族

等の病院、診療所受診の対応についてです。
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　台湾から多くの従業員やその御家族が随時来熊

されています。生活の中で、けがや病気、お産や

妊婦健診、緊急的な事態などが想定されます。医

療機関を受診されることも当然あると思います。

その場合の通訳や対応など、御本人や病院関係者

が安心して対応できる環境は整っているのか、お

尋ねをいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　まず、周産期医療

における第７次熊本県保健医療計画のまとめにつ

いてお答えします。

　県では、ハイリスク妊産婦や新生児に対し、高

度な医療を提供する熊本大学病院と熊本市民病院

から成る総合周産期母子医療センターとそれを支

える地域周産期母子医療センター及び地域の周産

期医療を担う中核病院が、それぞれ役割分担を行

い、周産期医療の連携体制を構築してきました。

また、その連携体制を維持するため、熊本大学が

行う産科医師のリクルート活動等に対して支援を

行ってきました。

　本年２月に実施した第７次保健医療計画の総合

評価では、評価指標である妊産婦死亡数や新生児

死亡率が改善傾向にあることから、おおむね予定

どおり推進と評価しました。

　一方で、令和２年の県内医療機関に従事する産

科医師数は、平成30年に比べ、12人減少の135人

となり、球磨圏域では産科の中核病院が分娩休止

となるなど、体制維持についての課題が出てきて

います。

　こうした状況を踏まえ、県では、県民が安心し

て出産できる周産期医療の提供体制確保が必要と

認識しています。

　現在、周産期医療協議会等において、現状や課

題の整理、必要となる施策の方向性や評価指標な

ど、第８次保健医療計画策定に向けた協議を進め

ているところです。

　次に、熊本労災病院産科の来年３月末の休止に

ついてお答えします。

　熊本労災病院では、熊本大学からの産科医師の

派遣休止の影響で医師確保が困難となることか

ら、分娩を休止せざるを得ない状況になると聞い

ています。

　県としましては、これまで、八代圏域のみなら

ず、球磨圏域の周産期医療も支えてきた熊本労災

病院の産科休止に対して、地元の住民や産科診療

所が不安に思われていることは十分理解してお

り、県南地域の安全、安心な分娩環境を確保する

ことは、大変重要な課題と認識しております。

　しかしながら、医師派遣を行う熊本大学から

は、周産期医療の現場を支える技術的に円熟した

中堅医師が非常に少なく、派遣できる医師の確保

が難しいとの話を伺っております。

　こうした状況の中、県南地域で安心して分娩で

きる環境を維持していくためには、八代圏域の産

科医療機関など、関係者がさらに連携を深め、対

応していくことが必要です。

　県では、引き続き、これまで医師派遣を行って

きた熊本大学と連携し、関係者間で協議を行う場

を設定するなど、新たな連携体制の構築に向けた

協議を進めてまいります。

　最後に、ＴＳＭＣの進出による従業員、家族等

の病院・診療所受診の対応についてお答えしま

す。

　現在、県では、総合医療情報システム、くまも

と医療ナビにおいて、ＴＳＭＣの従業員に限ら

ず、来熊した外国人に対し、医療施設名、診療可

能な疾患・治療内容、外国語対応の可否など、県

内医療機関が有する医療機能情報を、中国語、英

語、韓国語で提供しております。

　また、令和６年４月からは、全国の医療機関を
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網羅し、より充実した検索機能を有する国のシス

テムが稼働する予定となっており、ＴＳＭＣの関

係者のみならず、外国人の方の利便性がさらに向

上するものと考えています。

　加えて、外国人の生活上の幅広い問題に一元的

に対応する外国人サポートセンターでは、多言語

により医療や出産を含む生活相談を受け付けてい

ます。医療機関との通訳について相談があった際

は、くまもと医療ナビや同行して医療通訳を行っ

ている民間団体の紹介などを行っています。

　今後も引き続き、関係市町村等と情報を共有し

ながら、これらの取組を継続するとともに、様々

な要望に対して丁寧に耳を傾け、必要な施策を実

施してまいります。

　　〔幸村香代子君登壇〕

○幸村香代子君　周産期医療について、第７次の

取りまとめとしては、おおむね予定どおりに推進

というふうな評価があったけれども、今後につい

ては、非常に体制――産科医が減っているという

ことも含めて、体制の維持に課題があるというふ

うに答えられております。

　引き続き、体制の確保ということもやっていた

だきたいんですが、どうしてもやっぱり都市部に

集中していけば、産科から距離のある妊婦さん、

これに関しては、やっぱり遠隔診療であるとか、

必要に応じては宿泊所、これを提供する、また、

交通手段の確保なども検討していかなければなら

ないのではないかというふうに思います。

　ぜひ、安心、安全なお産ができる、そういった

環境を多角的に検討いただき、環境を整えていた

だきたいというふうに思います。

　２番目の八代の熊本労災病院の産科医の確保に

ついては、今協議を進められているということで

ございました。

　今、様々なお話が出ております。今朝の熊日新

聞には、熊本総合病院に熊大からの医師派遣を受

けて産科が開設されるというふうな記事もござい

ました。八代において産科医が増えていくという

ことは、大変喜ばしいことだというふうに思いま

す。

　最も優先されなければならないのは、答弁でも

ございましたが、県南地域で安心して分娩できる

環境を維持していくことです。球磨地域で産科の

中核病院が分娩休止となっている現状の中で、八

代で地域周産期中核病院を存続させるということ

は、やっぱり大切なことだというふうに考えま

す。しかし、選択肢としては、地域内連携を通し

て同等の環境整備をしていくということもあるか

というふうには思います。

　いずれにしても、熊本大学の御協力と御理解、

また、関係者協議を丁寧に進めていただきたいと

いうふうに思います。

　３番目、ＴＳＭＣの進出に伴う医療関係の受診

についてお答えをいただきました。

　これまで蓄積されているノウハウ、また、プラ

スアルファで対応できるとのことで、一旦は安心

をいたしましたが、やはり生活をしていく中で、

どのような課題が出てくるかということがござい

ます。今後も、ぜひ医療機関サイドの状況も把握

いただき、適切な対応をお願いしたいというふう

に思います。

　４項目め、食料危機への対応についてお尋ねを

いたします。

　日本の農業政策の方向を定め、農業の憲法とも

呼ばれてきた法律、食料・農業・農村基本法の改

正に向けた議論が25年ぶりに進められており、来

年の通常国会には改正案が提出される予定です。

　この見直しの契機は、ロシアのウクライナへの

軍事侵略です。ウクライナが小麦などの農産物が

輸出できなくなったということ、ロシアの農産物
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も侵攻によって輸出が制限されるという事態が起

きました。

　戦争の影響は全世界に広がり、穀物の価格は急

速に高騰し、幅広い食料品の値上がりにつながり

ました。このことは、お金を出せばいつでも好き

なだけ食料が買える時代は終わったことを認識さ

せました。このままでは、食料の奪い合いが起こ

り、食料危機が起きることが想定されます。

　一方で、国内農業は、食料自給率は、カロリー

ベースで1965年70％だったものが、2022年度には

38％に落ち込んでいます。2010年に205万人だっ

た基幹的農業従事者は、この12年間で４割に当た

る82.5万人が離農し、高齢化が進んでいます。農

地は、４割に当たる26.8万ヘクタールが失われま

した。年々熱帯化する気象、これまでの経験値が

通用しない線状降水帯や台風の進路などによる災

害など、大変厳しい状況が続いています。

　しかし、今回、国が食料・農業・農村基本法の

検証、見直しで取りまとめた資料では、これまで

の大きな目標だった食料の自給率向上の数値が達

成しないままに、目標の一つという曖昧な位置づ

けになりました。現時点では、数値目標が設定さ

れていません。これは、明らかな後退と言えるの

ではないかというふうに思っています。

　そういった状況もある中で、これから県として

は、食料安全保障に関する国の動きを注視しつ

つ、県民の食と農を守る取組を率先して推進して

いく必要があると考えます。

　その際の考え方の基本とすべきは、自分たちの

食は地域で生産し、生産した農産物は自分たちで

消費するという、いわゆる地産地消であると私は

考えます。

　そこで、２点についてお尋ねをいたします。

　１点目、世界的な食料危機について、どのよう

な認識をお持ちでしょうか、蒲島知事にお尋ねを

いたします。

　２点目、地産地消の推進について、農林水産部

長にお尋ねをいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　まず、１点目の世界的な食

料危機への認識についてお答えします。

　本県は、農業産出額が全国第５位を誇る全国有

数の食料供給県です。

　本県の農業は、畜産、野菜、果樹、穀物等がバ

ランスよく生産されている特徴があり、令和３年

の食料自給率は、カロリーベースで58％、生産額

ベースでは159％となっています。

　私は、熊本が持つ強みを最大限に生かし、日本

の５つの安全保障に貢献する姿を描いています。

その一つが食料の安全保障であります。

　県では、これまで、農業の生産力向上に向けた

農地集積などの取組に加え、農業の後継者育成、

グリーン農業の推進など、食料の安定供給体制の

確立に資する取組をいち早く実践してきました。

　そのような中、昨年のロシアによるウクライナ

侵略に端を発し、全国で輸入穀物価格の高騰をは

じめ、食料価格の上昇が続くなど、食料危機が身

近に起こり得ることを実感させられました。

　これを受け、国においては、食料危機や生産資

材等の調達に対応できるよう、食料・農業・農村

基本法の改正に着手しています。

　今月11日には、国の審議会による最終答申がな

され、その中では、現行基本法の基本理念につい

て、平時からの国民一人一人の食料安全保障の確

立等という論点から見直しを行うべきとされてい

ます。

　この基本理念が、各種施策に反映されていくも

のと考えられます。

　今後、国の施策とこれまで進めてきた県の施策

を組み合わせながら、生産者だけでなく、県民の
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皆様とともに、本県の食料自給率のさらなる向上

をはじめとする食料の安全保障につなげてまいり

ます。

　付け加えますと、この５つの安全保障の食料安

全保障については、もう３年前から熊本県では主

張しておりますので、いち早く我々は、これに関

心とそれから取組を進めているところでありま

す。

　　〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　地産地消は、地域

で生産された農林水産物が地域で消費される取組

のことで、経済の循環や地域活性化を促進すると

ともに、食料の安全保障に寄与するものでありま

す。

　加えて、食料の輸送距離の短縮や地域の食文化

の継承、郷土愛の醸成など、ＳＤＧｓの理念にも

沿った取組でもあり、県民生活に豊かさをもたら

すものと認識しています。

　本県では、平成21年にくまもと地産地消推進県

民条例を制定し、施策を進めてきた結果、県民ア

ンケートでは、地産地消への関心は、ここ数年９

割前後の高い割合を維持しています。

　しかしながら、高齢層に比べ若年層の関心が相

対的に低くなっていることから、昨年10月に、Ｓ

ＮＳを活用した情報発信を強化しました。その結

果、ＳＮＳのフォロワーは着実に増加しており、

現在は4,000人を超えています。

　今後も引き続き、作物の旬や生産者の思いなど

に関する情報をお届けし、産地と消費者の距離を

縮めてまいります。

　また、県産食材の利用を促進する観点から、学

校給食及び企業の社員食堂での利用を進めていま

す。

　学校給食における県産食材の利用率は、令和４

年度で64.2％と、全国平均の56.5％を上回ってい

ます。

　今年度は、これをさらに高めていくため、県教

育委員会と連携し、県内４市町の学校給食におい

て県産食材の利用を進めるとともに、農業体験を

通じた食育にも取り組んでいます。

　こうした取組によって地産地消への理解の促進

を図り、熊本の食と農に愛着を持つ若者の育成に

つなげていきたいと考えています。

　次に、企業の社員食堂での活用については、県

内事業所で働く従業員のみならず、その家族の消

費にもつながることが期待されます。このため、

今年度予算化したくまもと食と農の発見事業を活

用して、企業で県産食材の利用が進むよう、積極

的に働きかけているところです。

　本県の食と農を守るとともに、県内で地産地消

が浸透していくよう、これらの取組を着実に積み

重ねてまいります。

　　〔幸村香代子君登壇〕

○幸村香代子君　知事からは、熊本県の食料自給

率の向上と食料の安全保障を目指していくとの御

答弁を頂戴いたしました。

　今後、熊本県食料・農業・農村基本計画、ま

た、熊本県食の安全安心推進計画、これに反映さ

れていくものというふうに思います。この計画に

は広く県民の意見が反映されますので、生産者だ

けではなく、消費者も熊本の安心、安全な食料生

産を支えていく責務を負うということが必要だと

いうふうに思います。

　知事は、非常に農業政策に精通しておられる知

事でございます。熊本県のトップが、この農業政

策に精通した知事であるということは、誇らしく

思います。ぜひ、日本の農業の、また、地産地消

を牽引していただくような取組を今後もお願いし

たいというふうに思います。

　次に、インボイス制度についてお尋ねをいたし
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ます。

　10月１日に始まる予定のインボイス制度です

が、導入までの最終局面で様々な不安や反対の声

が噴出しております。

　このような状況を踏まえ、インボイス導入に伴

う本県の中小企業者への影響及び今後の県の対応

について、商工労働部長にお尋ねをいたします。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　まず、インボイス

導入に伴う本県の中小企業者への影響についてお

答えします。

　本年８月の東京商工リサーチ社の調査による

と、免税事業者とは取引しないと回答した事業者

は約８％となっています。一方で、３割を超える

方が検討中であると回答されており、免税事業者

と取引しない事業者が増加するおそれもありま

す。そのため、免税事業者が課税事業者に移行し

ないことで、取引を失うケースが発生するという

ことが懸念されています。

　また、課税事業者に移行すれば、費用が税額相

当分増加することになり、これが価格転嫁されれ

ば、消費者の負担が増加してしまうとの意見もあ

ります。

　本制度は、国が所管するものであり、全国共通

の課題であることから、これまで全国知事会等を

通じ、制度の円滑な導入に向けた必要な支援策を

求める要望を行っています。

　その結果、国においては、課税事業者に移行し

た事業者の負担軽減のため、納税額を売上税額の

２割に軽減する激変緩和措置などが講じられてい

ます。

　東京商工リサーチ社の調査によると、本年３月

末時点で、県内法人のインボイスを発行できる事

業者への登録率は既に約９割となっており、県内

事業者への制度の周知は進んでいるものと考えて

います。

　また、商工団体を通じ、適宜状況把握に努めて

いますが、現在のところ、制度に関する相談は寄

せられているものの、大きな混乱は生じていない

とお聞きしているところです。

　次に、今後の県の対応についてお答えします。

　本県においては、これまで、商工団体と連携

し、セミナー等を通じて制度の周知を行うほか、

商工団体の経営指導員による相談対応や専門家派

遣を行うなど、伴走型で事業者の取組を支援して

まいりました。

　さらに、インボイス制度に向けて、国のＩＴ導

入補助金や持続化補助金などの支援策が講じられ

ていますが、こうした支援策の内容が事業者の方

々に迅速かつ適切に伝わるよう努めています。

　引き続き、商工団体等を通じ、現場の声を伺い

ながら状況把握に努めるとともに、伴走型の支援

や支援策の周知を図ってまいります。また、必要

に応じ、国に対し、制度の改正や支援策を追加要

望するなど、事業者の方々に寄り添った取組を行

ってまいります。

　　〔幸村香代子君登壇〕

○幸村香代子君　御答弁いただきました。

　申し訳ありません。非常に時間が限られてしま

って、早口で御協力ありがとうございます。

　今の御答弁では、特段の混乱は生じていないと

いうことでしたけれども、直面しておられる事業

者からは、１つは、やっぱりインボイス制度が複

雑過ぎてなかなか分からないという声も聞かれて

おります。もう10月１日から始まるということは

回避できないとは思いますけれども、どのような

影響があるかということについて、県としては注

視をいただきたいというふうに思います。

　答弁にもございましたが、国においては、様々

な特例、緩和策、支援策が準備をされておりま
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す。また、今月４日には、インボイスの円滑導入

のためのインボイス制度円滑実施推進会議、閣僚

級会議が設置をされました。このことは、やはり

制度の導入に課題があるというふうに国も認識を

されていることの裏返しではないかというふうに

思っています。マイナンバーカードの導入と同じ

ような風景になりはしないかと危惧をしていると

ころです。

　今後、経過措置はあるとはいえ、暮らしの負担

が増えることは間違いなさそうです。私は、イン

ボイス制度には反対ですが……

○議長(渕上陽一君)　時間が少なくなりました。

発言を簡潔にお願いします。

○幸村香代子君(続)　県におかれましては、今後

の動向を各団体から聞き取り、適切な支援策など

の情報提供に努めていただきたいというふうに思

います。

　熊本県民の幸福量の最大化より、不幸量の最小

化が政治の責任ではないかと、改めてこのインボ

イス制度の導入に当たって思ったところです。そ

のために、これからも議会人として努力をしてい

きたいというふうに思います。

　非常に早口になってしまいましたが、これをも

ちまして私の一般質問を終わります。

　ありがとうございました。(拍手)

○議長(渕上陽一君)　昼食のため、午後１時10分

まで休憩いたします。

　　午後０時６分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午後１時８分開議

○副議長(内野幸喜君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　岩中伸司君。

　　〔岩中伸司君登壇〕(拍手)

○岩中伸司君　皆さん、こんにちは。新社会党の

岩中伸司でございます。

　久しぶりの一般質問になりまして、非常に緊張

しております。代表質問、一般質問、それぞれす

ばらしい質問が続いていますので、あんなにはや

れないなと、議席からそういう思いで皆さん方の

質問を聞かせていただいていました。

　そして、蒲島知事も、野球選手の村上選手が、

この熊本にも野球場を造ってくれ、こういうお願

いを蒲島知事にされて、それがまだ実現できない

ので非常に心苦しく思っていると、そういうお話

をされていましたし、今ここでスピーチをしてい

るときにという発言がありました。スピーチをし

ていると、答弁されているときにスピーチってい

いのかなと思いながら、そのことで私はちょっと

ほっとしました。蒲島知事、すばらしい知事、４

期続けられている知事がそういうことを言われた

ので、私も、それは少しぐらい気持ちを楽にして

いいな、そんな思いでいるところです。

　新社会党の所属ですけれども、皆さん、初めて

新社会党というのは聞かれる人も結構あるかと思

います。ちっちゃなちっちゃな党ですけれども、

細々くやっています。

　私自身は、この政治信念は、護憲、平和が一番

の柱です。憲法９条をきちっと守ろうということ

で、そして、平和な日本をやっぱりそのまま守っ

ていこうというふうな思いが一番の政治信念で

す。

　あと、いろいろ民主的な運動はたくさんありま

すけれども、そういう運動を続けながら、議会で

この議席をいただきました。貴重な議席をいただ

きましたので、また４年間、皆さん方には大変お

世話になりますけれども、執行部の皆さんも、私

が来たことで嫌だなという方が多いと思いますけ

れども、そうじゃなくて、もっと柔らかな気持ち

で接していただきたい。
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　人間というのがまず大原則にあります。人が人

として生きていけるような、そういう楽しい社会

にしていかなければならないというふうに思いま

すので、それぞれ思想、信条は違うかもしれませ

んが、人間がやっぱり人間として生きていける、

そんな社会を目指して頑張っていきたいと、この

ように思いますので、優しくよろしくお願いしと

きます。

　まずは、川辺川ダム建設について。

　この川辺川ダム建設について、今日の質問を見

て、大先輩から、岩中さんらしかなというふうな

ことを言われたんですが、ぜひ私の主張も聞いて

いただきながら、この県政をもっともっとよくし

ていきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いしときます。

　まず、蒲島知事は、2008年４月、知事に就任さ

れ、その年の９月には、川辺川ダム計画を白紙撤

回し、ダムによらない治水対策を追求すべきと表

明されています。

　その背景にあったのは、潮谷前知事が始めた川

辺川ダム住民討論集会で、賛成、反対双方の主張

が出し尽くされ、検証された結果として、県民が

ダムは不要と判断した民意があり、人吉市長や相

良村長等の反対声明も続いた、そういうことでダ

ム計画の白紙撤回表明に至ったものではないかと

推測をされます。

　しかし、2020年７月４日の球磨川洪水による甚

大な被害を受け、球磨川流域を中心に、災害関連

死２名を含む67人の命が奪われたことなどから、

蒲島知事は、川辺川ダム建設容認へと大きな方針

転換を図られたようです。

　ダム放流口に開閉式のゲートを備えた流水型ダ

ムとして、豪雨時だけ水をためる構造であり、命

と環境の両立を掲げられました。

　知事は、川辺川ダム計画を白紙撤回して以降、

ダムによらない治水を極限まで追求すると言い続

けられてきましたが、2008年９月から、2020年７

月の球磨川豪雨災害発生までの約12年間、ダムに

よらない治水としての堤防かさ上げや河床掘削、

遊水地等の整備などをどのように具体化されたの

か、国や県の責任は重いと思いますが、説明をお

願いいたします。

　2020年７月４日の県南部を襲った線状降水帯に

よる豪雨被害は、球磨川流域に限っても、浸水面

積約1,150ヘクタール、浸水戸数約6,280棟、犠牲

者は、災害関連死を含め52人、行方不明者２人と

なっています。

　甚大な被害をもたらした2020年７月４日の洪水

では、川辺川ダム建設予定地の上流と下流にある

２つのつり橋は、壊れることなく残っているのが

不思議ですが、この日の洪水の水位は、この２つ

のつり橋の高さよりも下であったことを示してい

るのではないかとの説があります。

　岐部明廣氏の著書「奇跡の二つの吊り橋」によ

りますと、川辺川、球磨川の合流部にあるくま川

鉄道湯前線の第４橋梁が、多量の材木などでダム

化され、そこに多量の水がたまり、第４橋梁が破

壊されたと指摘しています。

　これと同時に、そこにたまっていた多量の水

が、鉄砲水のように一気に下流の人吉地点に流

れ、人吉地点のピーク流量を毎秒約2,700トンも

押し上げ、併せて同地点の水位を2.3メーター押

し上げたことにより、人吉市の被害が大きく助長

されたと述べられています。

　もし第４橋梁のダム化がなければ、人吉地点

の水位は約2.3メーター低くなっていたと推測さ

れ、球磨川本流からの越流はほとんど起こらなか

ったと考えられるのです。

　蒲島知事にお尋ねいたします。

　第１に、2008年９月に、川辺川ダム計画を白紙
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撤回し、ダムによらない治水対策を追求すべきと

表明されていますが、その理由について。

　第２に、ダムによらない治水対策の具体的な取

組について。

　第３に、2020年11月に流水型ダム建設容認を表

明された理由について。

　以上３点について、蒲島知事の答弁をお願いい

たします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　まず、平成20年に川辺川ダ

ム計画を白紙撤回した理由についてお答えしま

す。

　私が知事に就任した平成20年には、川辺川ダム

問題は、ダムと非ダムをめぐる地域の対立が激化

し、前にも後ろにも動きが取れない状況になって

いました。

　私は、知事として、球磨川流域の安全、安心の

確保と地域の発展のためには、この対立に終止符

を打たなければならないと考えました。

　そこで、直ちに有識者会議を設置し、国内外を

代表する方々に多様な意見をいただきました。ま

た、私自身、幾度となく現地に赴き、多くの皆様

の御意見を直接お聴きし、熟慮に熟慮を重ねまし

た。

　その上で、私は、球磨川そのものが地域の守る

べき宝であるとの思いに至り、当時の民意はダム

によらない治水を望んでいると判断いたしまし

た。

　そして、この議場で川辺川ダム計画を白紙撤回

し、ダムによらない治水を極限まで追求すべきと

の考えを表明しました。

　熊日新聞の調査によると、当時、この決断を85

％の県民が支持しておりました。

　次に、ダムによらない治水対策の具体的な取組

についてお答えします。

　この白紙撤回表明後、直ちにダムによらない治

水を検討する場を設置し、国、県、流域市町村

で、様々な治水対策案の検討を進めてまいりまし

た。

　同時に、地域の理解が得られた治水対策につい

ては、河道掘削や宅地かさ上げをはじめ、人吉市

での築堤や八代市萩原地区での堤防強化、市房ダ

ムの予備放流による洪水調節容量の拡大など、着

実に事業を進めてまいりました。

　また、県の基金を活用して、ヘリポートや備蓄

倉庫の整備など、防災・減災対策も進めてまいり

ました。

　これらの対策は、河川の水位低減や住民の避難

体制の整備などに一定の効果があったと考えてい

ます。しかし、今回の洪水では、全ての被害を防

ぐことはできませんでした。

　また、平成27年に設置した球磨川治水対策協議

会では、戦後最大の被害をもたらした昭和40年７

月洪水に対応できる治水安全度を目標として、治

水対策の手法を比較検討しました。

　その結果、令和元年には、国から、引き堤、河

道掘削、堤防のかさ上げ、遊水地、市房ダムの再

開発、放水路などを組み合わせた10案から成る治

水対策案が示されました。

　この10案は、ダムの新設を除き、考え得る限り

の対策を網羅的に検討したものであり、言わばダ

ムによらない治水を極限まで追求したものであっ

たと考えています。

　しかしながら、コスト、工期、社会的影響など

から、流域の市町村や住民の皆様と共通の認識を

得るまでには至りませんでした。

　最後に、新たな流水型ダムを含めた緑の流域治

水を決断した理由についてお答えします。

　令和２年７月豪雨は、昭和40年７月洪水をはる

かに超える、誰も想像できなかったすさまじい豪
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雨となり、一気に球磨川流域をのみ込みました。

　私は、自然の脅威と甚大な被害の状況を目の当

たりにして、二度とこのような被害を起こしては

ならないと、固く決意をいたしました。

　そして、知事として、地域の対立を再び引き起

こすことなく、改めて球磨川流域の治水の問題に

正面から向き合わなければならないと考えまし

た。

　そのため、まず、国や流域市町村と一緒に、今

回の豪雨を科学的、客観的に検証いたしました。

　なお、議員御指摘の球磨川第４橋梁の点につい

ては、河川管理者である国土交通省によると、橋

梁よりも下流に設置されている水位計のデータに

おいて、急激な水位変化は確認されていません。

　令和２年７月豪雨は、球磨川本川及び支川川辺

川の観測所において、観測開始以来の最大雨量と

最高水位を観測しました。その結果、河川の流下

能力を超え、大きな被害につながったものと考え

ています。

　私は、この災害を経験し、地域の皆様の民意を

改めて確認する必要があると考え、全ての流域市

町村の住民や様々な団体の方々の思いを30回にわ

たり直接お聴きしました。さらに、知事への直行

便や新聞への投書なども漏らさず目を通し、あら

ゆる民意に向き合ってまいりました。

　私は、直接皆様のお気持ちに触れ、皆様に共通

する心からの願いは、命と環境をともに守る、つ

まり、命と環境の両立だというふうに受け止めま

した。

　この願いを実現するためには、自然環境との共

生を図りながら、流域全体で安全、安心を実現す

る緑の流域治水を推進すべきだと確信しました。

　この緑の流域治水は、坂東眞理子さんが最初に

英語で言ったのは、グリーンニューディールであ

ります。グリーンという環境と緑を守りながら、

ニューディールというのは、治水対策をしながら

その地域の発展に貢献する、その２つの意味があ

るんです。そういう意味では、緑の流域治水、こ

れが必要だと確信しました。

　また、私は、学識経験者からも御意見をいただ

きました。その御意見を踏まえ、ダムの効果を過

信することはできないが、被害防止の確実性が担

保されるダムを選択肢から外すことはできないと

いうふうに判断しました。さらに、ダムを流水型

にすることで、環境に極限まで配慮することがで

きると考えました。

　そして、令和２年11月、命と清流をともに守る

新たな流水型ダムを含む緑の流域治水、この緑の

流域治水のグリーンニューディールは、この地域

の発展にとても重要な役割をもたらすと考えまし

た。

　私は、令和２年７月豪雨という経験をし、世界

的規模で頻発する想定外の豪雨に対応するために

は、新たな流水型ダムを含む緑の流域治水、グリ

ーンニューディールの取組は不可欠であると確信

しています。

　引き続き、国や流域市町村、そして地域住民の

皆様と一緒に、緑の流域治水、グリーンニューデ

ィールを推進してまいります。

　　〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　知事から御答弁いただきました。

　気合が入った答弁で、圧倒されそうな気がしま

すが、ダムによらない治水を検討する場を設置

し、様々な治水対策案の検討を進め、同時に、河

道掘削や宅地かさ上げなどの事業を進めるととも

に、ヘリポートや備蓄倉庫の整備などの防災・減

災対策も進めた、平成27年、2015年に設置した球

磨川治水対策協議会では、10案から成る治水対策

が示されたとありますが、川辺川ダム計画を白紙

撤回して７年もたってから球磨川治水対策協議会



－ 109 －

令和５年９月定例会　熊本県議会会議録　第４号（９月22日）

が設置されるなど、全く球磨川治水をやる気など

感じられません。

　｢7.4球磨川豪雨災害はなぜ起こったのか」編集

委員会、発行者平田勝の2021年６月10日の初版の

本によれば、2008年、蒲島知事の川辺川ダム反対

表明後に始まった国交省と県、地元市町村による

ダムによらない治水対策の議論は、当時、過去最

大の1965年洪水を目標にしていました。

　国交省は、人吉地区で河道掘削はできないとし

て、人吉市街地570戸の家屋移転を伴う100メート

ルの球磨川の引き堤案などの非現実的な治水対策

案ばかりを提示してきました。

　結局、国交省は、最大で１兆2,000億円の事業

費や最長工期200年の10案を示し、議論が行き詰

っていた2020年７月、球磨川流域は空前の豪雨に

襲われたのです。

　2021年１月16日に第３回球磨川流域治水協議会

が開かれ、国交省が今後10年程度で実施する緊急

治水対策プロジェクト案を提案し、人吉地区での

70万立方メートルの河道掘削などを盛り込んでい

ます。ダムによらない治水対策を強く望むもので

す。

　球磨川水害検証、この球磨川の水害がひどかっ

たことで、蒲島知事はダムの再興を考えられたと

いうふうに思いますので、このとき、本当に川辺

川ダムが必要なのかどうなのかということをやっ

ぱり検証していかなければならないと思うんで

す。

　人吉市の九日町の商店街は、球磨川と並行して

おり、７月４日７時前、押し寄せてきた濁流は、

球磨川の流れとは反対方向の山田川のほうから流

れ込んできたそうです。その後、８時頃流れが変

わり、球磨川の流れと同方向の流れになり、９時

50分頃、床上２～３メーターのピークとなってい

ます。

　九日町の西側、山田川の近くは、６時半から浸

水が始まり、９時30分から50分に２メーター30セ

ンチのピークを迎えており、明らかに山田川から

の氾濫が始まったことが分かります。

　人吉市内の浸水は、市内に降った雨水がはけ切

らず、道路の浸水が始まり、そこに支流からの越

水が加わって、この時点で大きな被害を引き起こ

し、犠牲者も出してしまったと考えられます。第

４橋梁の決壊も被害を大きくしています。

　川辺川ダム建設予定地より上流に降った雨水

は、犠牲者の方々が命を落とされた時間には人吉

市、球磨村には届いていないこと、それに加え

て、川辺川ダム建設予定地より上流には、球磨川

中流域から下流域にかけて降った雨量よりはるか

に少ない雨しか降っていないことを考えれば、ダ

ム建設は中止すべきであります。ぜひ知事も考え

直していただきたいと思います。

　続いて、２番目の質問に入ります。

　ＴＳＭＣ進出に対応した地下水保全と水質確保

について。

　台湾半導体メーカーのＴＳＭＣ熊本進出に関

し、安全な地下水保全について伺います。

　半導体の製造には、シリコンウエハーの洗浄な

どに大量の水が使われています。菊陽町で新工場

が建設されますが、新工場だけでも１日に8,500

トン、年間約310万トンの地下水を採取する計画

であり、熊本市と周辺11市町村の採取量の約２％

に当たります。

　ＪＡＳＭは、使う水の75％以上をリサイクル

し、地下水涵養の取組を進める構えのようです。

しかし、近年、都市化の進展や政府の減反政策、

第一次産業の低迷等により、地下水を蓄える機能

を持った涵養域が減少しています。

　そこに追い打ちをかけるように、膨大な水資源

を必要とする半導体工場が来るという状況におい
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て、県には、地下水に頼る熊本地域の住民が、将

来にわたって心配なく暮らせる対策を確立する責

務があります。地下水涵養による保全も、ますま

す厳しくなっていくのではないかと思います。

　熊本県の地下水保全条例は、基本理念で「地下

水は公共水」とうたっていて、県内では生活用水

の８割を地下水で賄っている現状です。

　県は、その地下水保全条例を2012年に改正し、

一定規模以上の取水は知事の許可制としたほか、

事業者には涵養を義務づけました。

　しかし、ＴＳＭＣの進出で、地下水の収支バラ

ンスを保てないおそれがあるとして、県は、目標

涵養量の見直しに着手し、今年４月、地下水涵養

指針を見直す有識者会議を設置しています。

　有識者会議の会長を務める熊本大学の嶋田純名

誉教授は、地下水は誰もが幾らでも使ってよいと

いうものではなく、みんなで現状維持に努めるこ

とが必要だと配慮を求められています。有識者会

議では、現行の採取量の１割とされる涵養量の目

標値を、採取量に見合う量と改定する方針を固め

ています。

　地下水保全の問題と同時に、半導体製造は膨大

な種類の化学物質を使用するという現状にありま

すが、県民の中には、水質汚染など環境変化につ

いて不安を覚えられる面があります。県民の不安

を解消するためには、十分な調査と県民への丁寧

な説明が必要だと思います。

　以上、熊本における地下水の保全に向けた涵養

の取組と水質汚染に対する県民の不安を解消する

ための今後の対応について、環境生活部長にお尋

ねいたします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　地下水は、熊本都

市圏100万人の生活と産業を支えるかけがえのな

い熊本の宝であり、その恵みを未来に引き継ぐ必

要があります。

　現在の地下水保全条例に基づく地下水涵養指針

では、地下水取水量の１割の涵養を求めていま

す。今後、ＪＡＳＭをはじめとした半導体産業の

さらなる集積によって地下水の取水量が増加した

場合、現在の取水量と涵養量のバランスに影響が

出る可能性があります。

　このため、持続的な地下水利用が図られるよ

う、新規に取水する井戸について、事業者に求め

る涵養目標を、取水量の１割から原則10割に見直

します。

　また、具体的な涵養に向けて、農業者の方々

と、涵養期間の拡大や白川中流域での冬期湛水の

実施などについて検討を進めています。さらに、

工業用地や宅地等への雨庭、雨水浸透ます、浸透

性の調整池の設置など、様々な涵養を推進してま

いります。

　次に、水質確保についてお答えいたします。

　ＪＡＳＭからの工場排水は、一定の基準を満た

すように処理され、下水道に受け入れられます。

その上で、下水処理場において、法令等で定める

排水基準以下に適正に処理され、坪井川に放流さ

れることになっています。

　県としては、関係市町と連携し、各段階でしっ

かりと監視を続けてまいります。

　一方、法令等に基づく監視の対象となっていな

い金属類や化学物質等については、今年８月か

ら、坪井川や河口域等の水質等を対象とした環境

モニタリングを実施しています。

　具体的には、18種の金属類や有機フッ素化合物

250種、そして、１万種を超えるその他の化学物

質等について、新たな工場が稼働する前後で変化

がないか、客観的かつ科学的に環境の変化を把握

していきます。

　そして、その結果については、環境分野等の専
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門家で構成する委員会で検証し、結果を公表する

とともに、県の適切な対応につなげてまいりま

す。

　ＴＳＭＣ進出による本県の経済発展と地下水を

はじめとした環境保全の両立に向け、着実に取組

を進めてまいります。

　　〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　答弁をいただきました。

　ＴＳＭＣ進出、半導体産業が熊本へ集中をして

いるということは、経済的には、これから働く場

が増えたり、経済が好転していくという大きなプ

ラス面もあるかと思いますけれども、私が心配す

るのは、そういう水を使う、地下水を使うという

のが熊本へ来た大きな理由の一つではないかとい

うふうに思うところから考えれば、私たち自身

も、この熊本県民も、圧倒的な人々が地下水を頼

っているわけですので、ここに悪影響が及ばない

ような、そういう運営をしていっていただきた

い、そのためには、県の監視もぜひ強めていただ

きたいというふうに思うところです。

　続いて、阿蘇くまもと空港へのアクセス鉄道に

ついてお尋ねをいたします。

　このアクセス鉄道については、もう質問も代表

質問でされていますけれども、そのときにもなか

なか私が思うような答弁にはなっていないし、熊

本空港の質問をされたときには、熊本空港をより

活発にこの熊本県民が多く利用できるようなこと

を目指していたんですけれども、その中には、一

言もこのアクセス鉄道の話は、質問者も答弁者も

なかったんですね。あれ、これは、熊本空港を本

当に大きく、新しくしていくという気持ちがこの

アクセス鉄道とは結びついていないなという感想

を、ちょっと今回の議会の質問で受けたところで

す。

　肥後大津―熊本空港間に鉄道を建設することを

進めようとする県の動きに驚きを感じます。

　空港アクセスについて、2008年６月に、空港ア

クセス整備は、多額の費用が必要であり、一方

で、需要量は採算性の確保に十分とは言えず、当

面、具体的に事業を推進していくことは困難と判

断されていましたが、10年後の2018年に、空港周

辺を取り巻く環境の変化を踏まえ、改めて調査検

討に着手しています。

　昨年９月議会で、蒲島知事の答弁は、解決すべ

き課題も残っている、１点目は、運行形態や費用

負担についてのＪＲ九州との協議、２点目は、国

の財政支援の実現、３点目は、県民総合運動公園

へのアクセス改善、これらの課題について、対応

の方向性を整理し、県議会及び県民の皆様へ説明

を尽くしてまいると、鉄道建設へ前向きな答弁を

されています。

　昨年、肥後大津ルートを決定し、今年からは、

準備期間として、具体的に、鉄道概略設計等調

査、測量・地質調査等、環境アセスメント、都市

計画決定手続、鉄道事業許可、工事施工認可等を

進め、2027年には、用地取得、土木・設備工事な

ど、約410億円かけて鉄道建設に着手していく予

定のようです。

　昨年12月定例県議会では、空港アクセス鉄道整

備の早期実現に関する決議が可決をされていま

す。

　県は、事業費の３分の１の国庫補助を頼りにし

ているようですが、国の支援制度の上限は、現行

18％までとなっており、空港アクセス鉄道整備で

33％までかさ上げされたケースは、首都圏の空の

玄関口である成田空港だけと報じられています。

　熊本県内を見れば、空港までの交通手段とし

て、ＪＲ肥後大津駅から空港アクセス鉄道を利用

するのは、同駅周辺に住んでいて、かつ自家用車

のない人が中心で、ほかには海外からの渡航者く
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らいではないかと思われます。私が知る限り、自

家用車が圧倒的です。利用者の見込みが甘いと、

県民であれば誰でも思うはずです。

　熊本空港アクセス鉄道の建設については、中止

することを強く求めますが、蒲島知事の答弁をお

願いいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　私は、知事就任以来、阿蘇

くまもと空港とその周辺地域を一体のものとして

捉え、空港周辺地域の活性化とさらなる発展を目

指す大空港構想を推進してきました。

　本年３月には、この構想の核となる阿蘇くまも

と空港の新旅客ターミナルビルが開業し、今後、

世界と地域に開かれた九州のセントラル空港の役

割を期待されています。

　そして、空港へのアクセス改善は、この構想を

実現するための大きな取組の一つです。

　空港アクセス鉄道は、長年の課題である熊本市

中心部とのアクセス改善にとどまらず、空港周辺

地域の可能性を最大化し、その効果を県内全域に

波及させるために重要なインフラです。

　先月開催された新大空港構想有識者会議におい

ても、早期実現を強く求める提言をいただいてお

り、期待の高まりを感じています。

　現在、コロナ禍の落ち着きに合わせて、航空需

要が急速に回復しています。また、ソウル線の再

開や台北線の新規就航など、航空ネットワークが

拡大しており、今後さらなる路線就航も期待され

ています。

　このよき流れを止めることなく、空港を核とし

た熊本の発展を確実なものにしていくためには、

空港アクセス鉄道の整備は不可欠です。

　こうした考えの下、私は、昨年、肥後大津ルー

トでの整備推進を表明いたしました。表明に至る

までの検討では、鉄道整備に関し、多数の実績と

豊富な経験を有する独立行政法人鉄道・運輸機構

とともに、専門的な知見を踏まえながら、丁寧に

調査を進めてきました。

　将来にわたって持続可能な事業であることを判

断するための利用者の見込みについても、客観的

に妥当なものであると考えています。

　また、半導体関連産業の集積を図る上で、人流

と物流を支える交通インフラとして、道路整備に

加え、公共交通への転換を進めるために、公共交

通網の充実強化が求められています。そのために

も、空港アクセス鉄道は必要と考えています。

　先月21日には、関連道路の整備などとともに、

財政支援の緊急要望を行い、岸田総理からも、し

っかりと支えたいとの発言をいただいています。

　空港アクセス鉄道なくして熊本の発展はなしと

いう意気込みを持って、国やＪＲ九州との協議な

どをしっかりと進め、熊本の輝ける未来の礎とな

るよう、早期実現に向け、全力で取り組んでまい

ります。

　　〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　答弁をいただきました。

　阿蘇くまもと空港へのアクセス鉄道は、先ほど

私の主張はしたんですけれども、先ほど言ったよ

うに、代表質問、19日にあったんですが、この中

で、新大空港構想についてという質問だったんで

すが、このときに、質問者も答弁者もともにアク

セス鉄道は一言もなかったということは、今でも

ちょっと不思議でたまりませんけれども、さら

に、肥後大津から空港までというのは、これは以

前私も質問したような感じがするんですけれど

も、空港ライナーということで、自動車で運ぶ、

それも試験運行ということで始まって、無料なん

ですね。ところが、ずっと最後まで、これは今ま

で無料できたということで、こういうこの空港ラ

イナーの現状を、今度は鉄道のレールを引いてお



－ 113 －

令和５年９月定例会　熊本県議会会議録　第４号（９月22日）

客さんを運ぶなんてとんでもないことだなという

ことを、つくづくまた改めて感じているところで

す。

　知事のこの決意は今伺いました。まあ、それは

それで頑張ってもらうんですが、それは、私は、

ブレーキをちょっとかけとかないかぬなというの

をしっかり思います。ぜひレールというのがどう

いうものなのか考えて、私も、昔国鉄にいました

ので分かります。410億円も使うというのは無駄

な事業というふうに思いますから、改めてそのこ

とを伝えておきます。

　４番目に、有明海の現状と再生について伺いま

す。

　有明海での魚介類やノリ養殖等の漁獲量は、減

少傾向にあります。これは、諫早湾干拓事業によ

り有明海の生態系に悪影響が及んだことが大きな

要因ではないかと考えています。

　1997年４月14日に堤防が閉め切られて以降、有

明海の潮流が遅くなり、ノリ養殖も、赤潮の異常

発生による色落ち被害によって大きな不作になり

ました。アサリやタイラギ等も激減し、タイラギ

漁は現在でも休業が続いています。

　諫早湾干拓事業の全長７キロメートルにも及ぶ

堤防閉め切りが与えた影響は、有明海にとって重

大な問題であり、現在も課題を抱えたままです。

　2002年11月、漁業者が開門を求めて佐賀地裁に

提訴してからやがて21年を経過しますが、当時の

開門を求めた裁判は、2008年６月に佐賀地裁が国

に開門を命じる初めての判決を出し、福岡高裁

も、2010年12月の判決でこの判断を支持しまし

た。

　当時の民主党政権の菅直人首相は、高裁の判断

は大変重いと上告断念を表明し、判決は確定し

て、開門は実現されるかに見えました。しかし、

開門反対の営農者も、同様に司法救済を求め、長

崎地裁は、2013年11月の仮処分決定で開門を認め

ない正反対の判断を示し、開門、閉門で司法の判

断がねじれる結果となりました。

　司法判断がねじれる中、自民党に政権交代した

国は、福岡高裁確定判決の開門開始の期限と設定

した2013年12月を過ぎても開門せず、国が確定判

決に違反する憲政史上初の異常事態となりまし

た。

　その後、国と漁業者の和解協議は不調に終わ

り、福岡高裁は、2022年３月に開門を命じた確定

判決を無効化する判決を言い渡しました。同時

に、地域のさらなる再生、発展に向けて、国と漁

業者の双方が施策の検討を加速させる必要がある

と付言しています。

　しかし、国と漁業者の話合いは進まず、今年３

月１日、最高裁が漁業者の上告を棄却する決定を

出し、開門を命じた確定判決の無効化が確定しま

した。

　有明海の再生は厳しくなる一方で、熊本県の漁

業に与える影響は、さらに悪化することが予想さ

れます。

　熊本県としての今後の有明海におけるアサリを

中心とした水産資源の回復に向けた取組につい

て、農林水産部長に伺います。

　　〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　有明海の水産資源

の回復について、本県では、有明海沿岸の福岡、

佐賀、長崎の３県及び国と協調し、沖合での海底

耕うんによる漁場環境の改善に取り組んでいま

す。

　また、４県協調による有明海特産のアサリ、タ

イラギの幼生の調査をはじめ、ガザミやクルマエ

ビ等の稚魚の放流、アサリ、ハマグリの保護、タ

イラギの育成による増殖など、様々な取組を進め

ています。
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　その中でも、アサリは、海水からプランクトン

を摂取するため、水質浄化につながること、アサ

リの採貝は、高齢者や漁業経験が少ない方でも従

事しやすい漁業であることから、本県では、アサ

リの資源回復に向けた生息環境の改善と増殖を重

点的に進めています。

　まず、生息環境の改善については、干潟域での

覆砂や耕うんを継続的に実施しています。その結

果、覆砂を行った漁場では、未実施の漁場に比

べ、平均で約８倍の稚貝が確認されています。

　また、増殖については、幼生は有明海を浮遊し

て広域に移動していることから、有明海全域で産

卵に適した漁場を母貝団地として設定し、管理す

ることが重要です。

　このため、荒尾市から宇土市までの漁場におい

て、漁業者の方々による稚貝を効率的に集める網

袋やナルトビエイ等の食害から保護する被覆網の

設置を支援し、母貝団地の造成に取り組んでいま

す。

　これまでの取組により、令和４年の浮遊幼生量

は、過去５年平均の約２倍となり、また、多くの

稚貝が発生する漁場が増えるなど、着実に資源の

増加につながっています。この成果を漁業者の方

々も実感され、稚貝を保護育成し、安定した漁獲

につながるよう取り組まれています。

　今後とも、漁業団体や関係市町と連携し、アサ

リをはじめとした有明海の水産資源の回復に向け

て、３県及び国と協調し、積極的に取り組んでま

いります。

　　〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　有明海の現状については、今漁獲

量の問題も答弁いただきましたけれども、この諫

早湾干拓が終わってから、ずっとこの有明海全体

にいろんな症状が出てきています。

　今年2023年３月28日、福岡高裁は、注目すべき

判決を出しました。判決では、漁民の排水門開門

請求を認めなかった一方、大きな前進面も見られ

たのです。

　それは、干拓事業と高級貝類タイラギ漁業など

の漁業被害との間に因果関係があることを認めた

のです。すなわち、諫早湾干拓事業による広大な

干潟の水質浄化機能の喪失、加えて潮受け堤防の

閉め切りによる潮流速度の低下、成層化、貧酸素

化の進行、赤潮発生件数の増加、底質環境の悪化

などの要因が複合して、諫早湾漁業環境の悪化を

招来した高度の蓋然性があると認めるのが相当で

すと明言したのです。諫早湾干拓事業と海洋環境

の悪化、漁業被害との間に複合的な因果関係の存

在を認めたのです。

　さらに、漁獲量の減少が将来にわたり継続する

ことが具体的に予想されるとしています。諫早湾

の現象は、有明海全体に広がっていくことでもあ

ります。

　さらに、裁判所は、司法の判断だけでは不十分

であって、漁民や農民を含む地域住民の利害や意

見の対立と相違を超えた幅広い話合いの場を、国

や地域自治体を含めて設けること以外に真の解決

の方法はないと指摘をしています。

　有明海の再生を目指すためには、この干拓をど

うにかしなければ、有明海全体は時計の反回りの

潮の流れですので、必ずこの熊本も影響が及んで

くるものと考えられます。ぜひ、有明海の再生を

目指して、県も、もう一度やっぱり漁業者、それ

から県民との関わり合いを強めながら、この問題

について解決をして、漁業従事者が安心してやっ

ぱり仕事ができるようにしていただきたいと思い

ます。

　タイラギ漁は、この熊本県でも、今全く行われ

ていないように聞いています。もっともっとやっ

ぱり以前のような有明海に再興するように、ぜひ
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県の努力をお願いしたいというふうに思います。

　次に、県庁舎の冷房について質問をいたしま

す。

　今年の夏も、連日30度を超える猛暑が続き、国

民生活における熱中症予防の取組等が重視され、

広く周知されました。

　環境省の熱中症予防リーフレットでも「エアコ

ンをしっかり使いましょう」｢熱中症は室内でも

夜でも発生し、命に関わる問題です」｢無理な節

電をせず、夜もしっかり使用しましょう」｢日中

はすだれなどで日差しを和らげるなど上手に使い

ましょう」などと、熱中症予防が呼びかけられて

います。

　県庁舎内も、厳しい暑さが続く中、働きやすい

職場環境にしなければなりません。

　県としては、原則として、冷房運転を７月３日

から９月15日までとしながら、空調運用方法につ

いては、時間や各部屋の状況などによって個別に

温度調整を行うとしているようです。

　冷房期では、室内温度を28度以下にするとのこ

とですが、各部屋でほとんどの机の上に卓上扇風

機が置かれていて、部屋の暑さを強く感じます。

　もちろん、私も、この庁舎内を回っていますけ

れども、暑さを肌で感じることが多くあります。

特に、本館と新館の渡り廊下、それから新館と防

災センターの渡り廊下――防災センターの渡り廊

下は、８月に入ってから、６つ空調の吹き出し口

がありますけれども、その６つのうちに３個だ

け、空調の冷たい風が落ちてきているようです

ね。これは、15日で終わりだから、もう終わった

のかなと思ったら、この前行ってみたら、やっぱ

り３か所だけ冷房が届いていました。それと、新

館のほうは、これは不思議と、エレベーターが設

置されているフロア、ここの吹き出し口は、４階

と５階しか吹き出しがないようになっているんで

すね。ほかの階では吹き出しがなくて暑いまま、

４階と５階は涼しいということではやっぱりいけ

ないと思うんです。

　確かに、地球温暖化、自然環境を守るという意

味で、先ほど執行部のほうからも言われました。

ぜひ、ＣＯ2の削減を含めて、環境に手をつけて

いかなければならない、努力しなければならない

ということですけれども、それもやっぱり無視を

するわけにはいきませんけれども、やっぱり庁舎

内で働いている人たちを見れば――私も県議にな

ってすぐだったと思うんですが、ここは暑いなと

いうことで質問しました。

　そうしたら、当時の知事が、福島知事だったん

ですけれども、夏の冷房は、あんまり冷やしたら

女性には悪いんだと、女性の人は、半袖で気楽に

動けるようにしておかなければならないというこ

とで、私の質問には全く手をつけなかったんです

ね。

　ただ、当時は、全部机の上にはうちわが置いて

あって、県庁の職員の人には喜んでいただきまし

た。仕事がやっぱりやりやすくなったということ

でですね。

　そういう意味では、この庁舎内の冷房について

は――もちろん、きちんとした期限、何月何日か

ら何日まで、何度以下というふうな設定がされて

いますけれども、柔軟にやっぱりそれはしなけれ

ばならないというふうに思います。

　部屋の暑さをずっと感じている皆さんに、働き

やすい環境をつくっていくのが大事ではないか。

働く環境をよくすると同時に、多くの来庁者――

以前は、今は少なくなったんですが、スーツにネ

クタイという人が圧倒的にお客さんは多かったん

ですね。それで、庁舎の温度も下げておかない

と、熊本県庁には行きたくないというようなこと

を言われたら大変なことですので、そういう意味
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では、職員の働く場所と来客者のためにも、この

空調設備は手を入れていかなければならないとい

うふうに思います。

　私たちは、このエアコンの吹き出し口を28度に

設定するということが言われていますが、吹き出

し口じゃなくて、今は部屋を28度にしてあります

ね。ずっと回ってみれば、一番暑いのは本館の地

下が一番暑いように感じますけれども、ほかのと

ころはまあまあ夏場は仕事がやりやすいようにな

っているのかな、こんな思いでいるところです。

　快適な環境の県庁舎をつくっていっていただき

たいということを心からお願いをしたいというこ

とです。快適な環境の県庁舎にするための配慮

を、ぜひ、総務部長、そういう努力をされていく

と思いますので、御答弁をお願いしたいと思いま

す。

　　〔総務部長平井宏英君登壇〕

○総務部長(平井宏英君)　県庁舎の冷房につきま

しては、温室効果ガスの削減目標に向けて県が率

先して取り組んでいる省エネ対策を考慮しつつ、

良好な勤務環境が確保できるよう、対策を取りな

がら運転しております。

　設定温度は、建築物における衛生的環境の確保

に関する法律、通称ビル管法と申しますが、これ

に基づきまして、快適な環境の基準値であります

冷房温度28度以下となるようにしております。

　実際の運用におきましては、各執務室内の温度

や湿度をモニタリングし、不快指数や執務環境を

把握しながら、吹き出し温度を変えるなどして室

内温度が28度以下となるように調整しておりま

す。

　また、熱中症対策としまして、御質問の中にも

ありましたけれども、空調運転期間外でありまし

ても、状況に応じて、柔軟に空調機を稼働するこ

とにしております。

　空調運転時間につきましても、朝夕の時差出勤

の利用拡大に合わせまして、７時15分から18時15

分まで拡大しているほか、災害対応などのときに

は運転時間を延長して行っております。

　さらに、職員から暑いなどの声があったときに

は、その都度、職場の環境を調べ、対応している

ところでございます。

　こうした取組を重ねながら、業務の効率性や職

員の健康管理、就業意欲に配慮いたしながら、よ

り柔軟な運用に努めているところでございます。

　御質問にございました新館と防災センターをつ

なぐ長い渡り廊下でございますけれども、ここも

同様の考え方で空調機を稼働しておるところでご

ざいます。

　これらの対策に取り組む一方で、よりエネルギ

ー消費が少なくなるよう、温度を下げずに風量設

定を大きくするなど、省エネ対策もしっかりと意

識して取り組んでいるところでございます。

　今後も、省エネ性能が高く、発熱量が少ないＬ

ＥＤ照明などの機器の導入を進めるとともに、空

調運転の柔軟な運用を行うことで、省エネ対策と

良好な執務環境の両立を図っていきたいと考えて

おります。

○副議長(内野幸喜君)　岩中伸司君。――残り時

間が少なくなりましたので、発言を簡潔に願いま

す。

　　〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　どうもありがとうございました。

ぜひその努力を続けていただきたいと思います。

　県庁舎の冷房については、ちょっと振り返って

みたら、1998年９月、2015年９月、2018年９月、

2023年９月、４回の議会でお願いをしてきた経緯

があります。８月に入ってからも、今でも、９月

も暑さが残っていますので、ぜひ職員の皆さんに

働きやすい環境をつくっていただくことをよろし
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くお願いしまして、私の質問を終わらせていただ

きたいと思います。

　ありがとうございました。(拍手)

○副議長(内野幸喜君)　以上で本日の一般質問は

終了いたしました。

　明23日及び24日は、県の休日のため、休会であ

りますので、次の会議は、来る25日午前10時から

開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第５号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時８分散会






